
「「ここんんににちは」ちは」ココーナーのーナーの  
赤ち赤ちゃゃんんをを募集募集ししまますす  

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

□問 企画課　蕁388‐1113

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  

井上 朱鷺 
いのうえ とき 

（田代） 
ちゃん 横山 唯華 

よこやま ゆいか 

令和4年9月16日生 
横山 正直・亜実さんの子 

笑顔いっぱいのゆいちゃん螢家族みんなゆいちゃんが大好きだよ！ 
これからもたくさんお出かけしようね螢幸せをありがとうっ 

（長池） 
くん 

癒される表情をたくさん見せてくれる朱鷺くん♪ 
ヤンチャなお兄ちゃんと仲良く元気にスクスク大きくなってねー！
愛してる螢 

令和4年9月16日生 
井上 直樹・絵里さんの子 

ん ち こ に は 

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
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　7月29日、笠松みなと公園でビアパークが開催されました。
大きな木の下の特設ステージで奏でられる音楽、美味し
いフードが食べられるキッチンカー、だんだん日が暮れて
やがて見える綺麗な月と涼しげな夜風・・・そんな最高な
雰囲気の中、満席のテーブルからは賑やかな声がやむこ
となく聞こえてきました。 
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防災特集「災害に備える」 

北海道新ひだか町に行ってきました！ 

叙勲受章おめでとうございます 

公民館や総合会館の名称が変わります 
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令和4年11月生まれの赤ちゃん 

9月24日（日） 応募はこちらから蜷 

応募対象 

応募期限 

公民館や総合会館の名称が変わります！ 

笠松中央公民館 

10月1日から！ 

笠松中央交流センター 

松枝公民館 松枝交流センター 

総合会館 総合交流センター 

施設の使用（予約）方法や使用料はこれまでと変わらずご利用いただけます。 
また、10月1日からは各施設で幅広い活動ができるようになります。 

　教育文化課　蕁388‐3231問 
▲詳しくはこちら 

10月22日（日）は 

ただいま企画中！ 
詳細はホームページやLINEで 

お知らせします。 

リバーサイドカーニバル！ 

令和5年9月号 
第1156号 28
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防災の日 
9月1日は

災災害害にに備備ええるる 災災害害にに備備ええるる  災害に備える 
食食のの備備ええ 食の備え 情情報報のの取取得得情報の取得 

　在宅避難もできるよう3日分（できれば1週間分）備蓄しましょう。 
笠松町が発信する防災情報 

（避難情報や緊急情報など）

　災害はいつ起こるかわかりません。いざというときに、まず自分の身は自分
で守る「自助」を念頭に、日頃から災害に対する備えをしておきましょう。

笠松町公式LINE 
 登録方法 
LINEメニューの友だち追加から
ID「kasamatsu-town」を検索 

災害から命を守る岐阜県民運動公式YouTubeチャンネル
〈確認できる内容〉
災害に備えて自助・共助の知識が
身につく県民向けの動画 
 視聴方法 
YouTubeで「災害から命を守る岐阜県民運動」と検索 あんしんかさまつメール

 登録方法 
「bousai.kasamatsutown@ 
raiden3.ktaiwork.jp」へメール送信 

エリアメール
「笠松町エリアメール」と検索し、
町ホームページを確認 
※登録不要 

岐阜県総合防災ポータルホームページ
〈確認できる内容〉
岐阜県の避難情報など

岐阜県川の防災情報ホームページ
〈確認できる内容〉
河川の水位情報など

岐阜県が発信する防災情報 

□米（パックご飯、アルファ米など） 
□パン（長期間保存できるもの） 
□乾麺・インスタント麺

主食 

□肉・魚・豆の缶詰など 
□レトルト食品
（カレー、パスタソースなど） 

□乾物（高野豆腐、麩など） 

主菜 

□梅干し・漬物
□日持ちする野菜（たまねぎ、じゃがいもなど） 
□野菜ジュース
□乾物（ひじき、わかめなど） 

　普段の食品をちょっと多めに買い置きし
ておき、賞味期限の古いものから消費し、消
費した分を買い足すことで、常に一定量の食
品が家庭で備蓄されている状態を保つため
の方法です。 
　日頃食べなれたもの食べることができます。 
　食物アレルギー対応の食品も準備してお
きましょう。 

副食 

□水・飲料
□調味料
□インスタントみそ汁・即席スープ 
□缶詰（くだもの） 
□菓子類（チョコレート、ビスケットなど） 

その他 

2Kg　＝ 約27食分 

※1食0.5合（75g）として 

ローリングストック 備える 
いつも食べている食品を！ 

食べる・飲む 
賞味期限が来る前に！ 

買い足す 
食べた分を補充する！ 

家家庭庭のの地地震震対対策策家庭の地震対策 
蜷家具の転倒防止 
　大地震が発生した際は、多くの方が家具の
下敷きになり、亡くなったりけがをしたりして
います。
　少しでも被害を抑えるための対策を取り
ましょう。

・家具が転倒しないように、家具転倒防止器
具などを使って壁などに固定しましょう。

・寝室や子ども部屋にはできるだけ家具を
置かないようにし、倒れた際に出入口をふ
さがないよう配置に気を付けましょう。

蜷建築物の耐震化 
　建築基準法が定める現在の耐震基準は、
昭和56年6月から施行されています。
　それ以前に着工された建物は大地震への
安全性が低いとされています。
　笠松町でも、耐震診断や耐震補強の助成
制度などを実施しています。

　総務課　蕁388‐1111問 

いつ地震が来てもいいように
今のうちに対策しよう！！
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防災の日 
9月1日は 

災災害害にに備備ええるる  災災害害にに備備ええるる  災害に備える 
食食のの備備ええ  食の備え 情情報報のの取取得得  情報の取得 

　在宅避難もできるよう3日分（できれば1週間分）備蓄しましょう。 
笠松町が発信する防災情報 

（避難情報や緊急情報など） 

　災害はいつ起こるかわかりません。いざというときに、まず自分の身は自分
で守る「自助」を念頭に、日頃から災害に対する備えをしておきましょう。 

笠松町公式LINE 
 登録方法 
LINEメニューの友だち追加から 
ID「kasamatsu-town」を検索 

災害から命を守る岐阜県民運動公式YouTubeチャンネル 
〈確認できる内容〉 
災害に備えて自助・共助の知識が 
身につく県民向けの動画 
 視聴方法 
YouTubeで「災害から命を守る岐阜県民運動」と検索 あんしんかさまつメール 

 登録方法 
「bousai.kasamatsutown@ 
raiden3.ktaiwork.jp」へメール送信 

エリアメール 
「笠松町エリアメール」と検索し、 
町ホームページを確認 
※登録不要 

岐阜県総合防災ポータルホームページ 
〈確認できる内容〉 
岐阜県の避難情報など 

岐阜県川の防災情報ホームページ 
〈確認できる内容〉 
河川の水位情報など 

岐阜県が発信する防災情報 

□米（パックご飯、アルファ米など） 
□パン（長期間保存できるもの） 
□乾麺・インスタント麺 

主食 

□肉・魚・豆の缶詰など 
□レトルト食品 
　（カレー、パスタソースなど） 
□乾物（高野豆腐、麩など） 

主菜 

□梅干し・漬物 
□日持ちする野菜（たまねぎ、じゃがいもなど） 
□野菜ジュース 
□乾物（ひじき、わかめなど） 

　普段の食品をちょっと多めに買い置きし
ておき、賞味期限の古いものから消費し、消
費した分を買い足すことで、常に一定量の食
品が家庭で備蓄されている状態を保つため
の方法です。 
　日頃食べなれたもの食べることができます。 
　食物アレルギー対応の食品も準備してお
きましょう。 

副食 

□水・飲料 
□調味料 
□インスタントみそ汁・即席スープ 
□缶詰（くだもの） 
□菓子類（チョコレート、ビスケットなど） 

その他 

2Kg　＝ 約27食分 

※1食0.5合（75g）として 

ローリングストック 備える 
いつも食べている食品を！ 

食べる・飲む 
賞味期限が来る前に！ 

買い足す 
食べた分を補充する！ 

家家庭庭のの地地震震対対策策  家庭の地震対策 
蜷家具の転倒防止 
　大地震が発生した際は、多くの方が家具の
下敷きになり、亡くなったりけがをしたりして
います。 
　少しでも被害を抑えるための対策を取り
ましょう。 
 
・家具が転倒しないように、家具転倒防止器

具などを使って壁などに固定しましょう。 
・寝室や子ども部屋にはできるだけ家具を

置かないようにし、倒れた際に出入口をふ
さがないよう配置に気を付けましょう。 

蜷建築物の耐震化 
　建築基準法が定める現在の耐震基準は、
昭和56年6月から施行されています。 
　それ以前に着工された建物は大地震への
安全性が低いとされています。 
　笠松町でも、耐震診断や耐震補強の助成
制度などを実施しています。 

　総務課　蕁388‐1111問 

いつ地震が来てもいいように
今のうちに対策しよう！！ 
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C M Y K C M Y K



令和5年9月号 
第1156号 4 令和5年9月号 

第1156号 5

C M Y K C M Y K



令和5年9月号 
第1156号 4 令和5年9月号 

第1156号 5

C M Y K C M Y K



FC岐阜ホームタウンデー 

　7月22日、長良川競技場でのFC岐阜のホーム
ゲームでは、笠松町ホームタウンデーとしてさまざ
まなコラボを実施しました。 
　松枝サッカースポーツ少年団が試合前に選手
と同じグラウンドで練習試合をしたり、チームへの
隕石お菓子の贈呈や、町のPRブース出店を行
いました。 
　当日の試合は引き分けに終わりましたが、J2復
帰目指してまだまだ頑張れ！FC岐阜！！ 

　笠松中学校の水泳、卓球、女子バレーボール
の選手の皆さんは、中学校総合体育大会地区・
県大会を勝ち進み東海大会に出場し、それぞれ
の種目で健闘されました。 
東海大会出場選手（敬称略） 
・水泳　800m 自由形 松原 世里香（2年生） 
・卓球　個人の部 安江 瑚雪（1年生） 
・女子バレーボール部 

第45回東海中学校総合体育大会に出場 

羽島郡町村議会議長会の行政視察を実施 

　7月12・13日、羽島郡二町の正副議長による視
察研修を実施しました。 
　1日目の気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館
では、大津波の被害にあった高校を「目に見える
証」として当時のまま残した建物を見学し、震災
の記憶と教訓をお聞きしました。 
　2日目は、石巻市震災遺構大川小学校・震災
伝承館を訪れました。平時の訓練の重要性や避
難の在り方を考えるとともに、生命の尊さや自然と
共に生きる意味をあらためて学び、今後の議会
活動活性化のための有意義な研修となりました。 

　7月12日、町スポーツ協会から「体育施設に関
する要望」が町長に提出されました。 
　町民の皆さんが安全で安心して利用出来る
環境にしたいという思いから、各種目団体の方か
ら意見を聞き要望されたものです。 
　町としては、できる限りこの要望にお応え出来
るよう、今後体育施設の整備を進めてまいります。 

町スポーツ協会から要望書提出 

高齢者叙勲　瑞宝双光章受章 高齢者叙勲　瑞宝双光章受章 

岡田 信道さん 

　岡田 信道さん（東陽町）が学校保健功労で高齢者叙勲（瑞
宝双光章）を受章されました。 
　岡田さんは、昭和49年4月から岡田眼科医院を営み、地域住
民の健康管理や保健活動に尽力されています。 
　さらに同年4月から現在まで、笠松町内の学校医として、児童・
生徒が健康で希望に満ちた学校生活が送れるよう、養護教諭
や保健主事と連携を図り、一人ひとりに対して綿密かつ丁寧な
検診に力を注がれ、保健管理指導、健康増進に大きく貢献さ
れました。 

森 晟二さん 

　森 晟二さん（米野）が教育功労で高齢者叙勲（瑞宝双光章）
を受章されました。 
　森さんは、昭和33年4月に小学校の教諭に就任されて以来、
平成8年3月に県内の中学校長を退職するまで、38年の長きに
わたり教育の振興、発展に広く貢献されました。 
　校長時代には、「与えられたこの生命、精一杯生きよう」を合
い言葉に、教師も生徒も力強く生きることの大切さを強調し、教
育の推進に務められました。 

川部 時文副町長が退任　新副町長に村井 隆文氏が就任 

　48年余りの長きにわたり町職員、副町長として、町の発展に尽力してきた川部 時文氏が7月31日
をもって退任しました。 
　新しい副町長には、第3回笠松町議会臨時会で同意を得た、村井 隆文氏が8月1日から4年間
の任期で就任しました。 

村井新副町長 

－略歴－ 

昭和60年、笠松町役場に入庁 
企画環境経済部企画課長 
住民福祉部福祉健康課長 
総務部総務課長 
企画環境経済部長 
総務部長を歴任 

狡tawa Photography/FC GIFU

���� ������

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113
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FC岐阜ホームタウンデー 

　7月22日、長良川競技場でのFC岐阜のホーム
ゲームでは、笠松町ホームタウンデーとしてさまざ
まなコラボを実施しました。 
　松枝サッカースポーツ少年団が試合前に選手
と同じグラウンドで練習試合をしたり、チームへの
隕石お菓子の贈呈や、町のPRブース出店を行
いました。 
　当日の試合は引き分けに終わりましたが、J2復
帰目指してまだまだ頑張れ！FC岐阜！！ 

　笠松中学校の水泳、卓球、女子バレーボール
の選手の皆さんは、中学校総合体育大会地区・
県大会を勝ち進み東海大会に出場し、それぞれ
の種目で健闘されました。 
東海大会出場選手（敬称略） 
・水泳　800m 自由形 松原 世里香（2年生） 
・卓球　個人の部 安江 瑚雪（1年生） 
・女子バレーボール部 

第45回東海中学校総合体育大会に出場 

羽島郡町村議会議長会の行政視察を実施 

　7月12・13日、羽島郡二町の正副議長による視
察研修を実施しました。 
　1日目の気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館
では、大津波の被害にあった高校を「目に見える
証」として当時のまま残した建物を見学し、震災
の記憶と教訓をお聞きしました。 
　2日目は、石巻市震災遺構大川小学校・震災
伝承館を訪れました。平時の訓練の重要性や避
難の在り方を考えるとともに、生命の尊さや自然と
共に生きる意味をあらためて学び、今後の議会
活動活性化のための有意義な研修となりました。 

　7月12日、町スポーツ協会から「体育施設に関
する要望」が町長に提出されました。 
　町民の皆さんが安全で安心して利用出来る
環境にしたいという思いから、各種目団体の方か
ら意見を聞き要望されたものです。 
　町としては、できる限りこの要望にお応え出来
るよう、今後体育施設の整備を進めてまいります。 

町スポーツ協会から要望書提出 

高齢者叙勲　瑞宝双光章受章 高齢者叙勲　瑞宝双光章受章 

岡田 信道さん 

　岡田 信道さん（東陽町）が学校保健功労で高齢者叙勲（瑞
宝双光章）を受章されました。 
　岡田さんは、昭和49年4月から岡田眼科医院を営み、地域住
民の健康管理や保健活動に尽力されています。 
　さらに同年4月から現在まで、笠松町内の学校医として、児童・
生徒が健康で希望に満ちた学校生活が送れるよう、養護教諭
や保健主事と連携を図り、一人ひとりに対して綿密かつ丁寧な
検診に力を注がれ、保健管理指導、健康増進に大きく貢献さ
れました。 

森 晟二さん 

　森 晟二さん（米野）が教育功労で高齢者叙勲（瑞宝双光章）
を受章されました。 
　森さんは、昭和33年4月に小学校の教諭に就任されて以来、
平成8年3月に県内の中学校長を退職するまで、38年の長きに
わたり教育の振興、発展に広く貢献されました。 
　校長時代には、「与えられたこの生命、精一杯生きよう」を合
い言葉に、教師も生徒も力強く生きることの大切さを強調し、教
育の推進に務められました。 

川部 時文副町長が退任　新副町長に村井 隆文氏が就任 

　48年余りの長きにわたり町職員、副町長として、町の発展に尽力してきた川部 時文氏が7月31日
をもって退任しました。 
　新しい副町長には、第3回笠松町議会臨時会で同意を得た、村井 隆文氏が8月1日から4年間
の任期で就任しました。 

村井新副町長 

－略歴－ 

昭和60年、笠松町役場に入庁 
企画環境経済部企画課長 
住民福祉部福祉健康課長 
総務部総務課長 
企画環境経済部長 
総務部長を歴任 

狡tawa Photography/FC GIFU

���� ������

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和5年9月号 
第1156号 6 令和5年9月号 

第1156号 7

C M Y K C M Y K



福祉医療費受給者証（重度）更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（重度心身障がい者）をお持ちの方は9月30日で有効期限が満了となりますので、

更新の手続きが必要です。 

9月29日（金） 

役場1階住民課で申請または郵送 

※受給資格者により、持ち物が異なります。9月上旬にお送りする更新案内をよくご確認ください。 

※有効期限が9月30日までの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、更新後の手帳をお渡しする際

に福祉医療費受給者証もお渡ししますので、更新案内は送付しません。 

a住民課　蕁388‐1115

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課ま

で次の届け出をしてください。特に家屋の一部または全部を取り壊したと

きは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。この届け出が

ないと家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税さ

れる場合がありますので、必ず届け出をしてください。 

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

令和6年4月 
小学校新入学予定児童の健康診断 
　来春、新入学を予定する児童の健康診断など

を行います。対象の児童の保護者の方には、9月

中旬までに各小学校より通知します。 

健康診断などの内容 
・内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の各検査 

・知能検査、言語の検査 

※通知のあった学校で健康診断を受けられない

場合は、必ず教育委員会へ連絡してください。 

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課　 

蕁245‐1133

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ

ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

9月15日（金） 午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央公民館、松枝公民館、下

羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、

古着（布）も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和5年 
住宅・土地統計調査にご協力ください 
　総務省統計局（岐阜県・笠松町）では、住宅・土

地統計調査を実施します。 

　この調査は住生活に関する調査で、調査の結

果は耐震や防災を中心とした都市計画の策定や

空き家対策などに幅広く利用されています。 

　調査をお願いする世帯には、9月下旬に調査員

が伺い、調査書類をお配りします。パソコンやスマ

ートフォンを使って簡単に回答することができます

ので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお

願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地　航空機救難消防訓練 
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最

小限に止めるため、法律などで定められた訓練を

行います。 

　訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に配慮し、

灯油の使用は最小限としていますので、ご理解を

よろしくお願いします。 

9月7日（木）（予備日9月8日（金）） 

午前5時20分～8時 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施） 

家屋を建て替えるとき（※） 

家屋の全部または一部を取り壊したとき（※） 

家屋の用途を変更したとき 
（例 店舗を住宅に変更など） 

家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき（※） 

未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 

（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要） 

・家屋取壊届出書 

・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 

・固定資産税減免申請書 

・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 

実施場所 日時（受付時間） 

笠松小学校 

松枝小学校 

下羽栗小学校 

10月27日（金）13：00 

10月20日（金）13：00 

10月 3日（火）12：40

 
 
 
申請期限 
申請方法 

届け出が必要な時とその届出書  
 
 
日時 
場所 

 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

お　知　ら　せ 
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町からのお知らせ 

ひらたクリニック 

秋秋のの全全国国交交通通安安全全運運動動　　99月月2211日日（（木木））～～3300日日（（土土））  秋の全国交通安全運動　9月21日（木）～30日（土） 

運動の基本　　子供と高齢者の交通事故防止 

9月30日（土）は交通事故死ゼロを目指す日 

令和5年9月号 
第1156号 8 令和5年9月号 

第1156号 9

C K C K



福祉医療費受給者証（重度）更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（重度心身障がい者）をお持ちの方は9月30日で有効期限が満了となりますので、

更新の手続きが必要です。 

9月29日（金） 

役場1階住民課で申請または郵送 

※受給資格者により、持ち物が異なります。9月上旬にお送りする更新案内をよくご確認ください。 

※有効期限が9月30日までの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、更新後の手帳をお渡しする際

に福祉医療費受給者証もお渡ししますので、更新案内は送付しません。 

a住民課　蕁388‐1115

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課ま

で次の届け出をしてください。特に家屋の一部または全部を取り壊したと

きは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。この届け出が

ないと家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税さ

れる場合がありますので、必ず届け出をしてください。 

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

令和6年4月 
小学校新入学予定児童の健康診断 
　来春、新入学を予定する児童の健康診断など

を行います。対象の児童の保護者の方には、9月

中旬までに各小学校より通知します。 

健康診断などの内容 
・内科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科の各検査 

・知能検査、言語の検査 

※通知のあった学校で健康診断を受けられない

場合は、必ず教育委員会へ連絡してください。 

c羽島郡二町教育委員会　学校教育課　 

蕁245‐1133

使用済み食用油の回収 
　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ

ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

9月15日（金） 午前9時30分～11時30分 

役場、笠松中央公民館、松枝公民館、下

羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、

古着（布）も同時に回収します。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和5年 
住宅・土地統計調査にご協力ください 
　総務省統計局（岐阜県・笠松町）では、住宅・土

地統計調査を実施します。 

　この調査は住生活に関する調査で、調査の結

果は耐震や防災を中心とした都市計画の策定や

空き家対策などに幅広く利用されています。 

　調査をお願いする世帯には、9月下旬に調査員

が伺い、調査書類をお配りします。パソコンやスマ

ートフォンを使って簡単に回答することができます

ので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお

願いします。 

c企画課　蕁388‐1113

岐阜基地　航空機救難消防訓練 
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最

小限に止めるため、法律などで定められた訓練を

行います。 

　訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に配慮し、

灯油の使用は最小限としていますので、ご理解を

よろしくお願いします。 

9月7日（木）（予備日9月8日（金）） 

午前5時20分～8時 

岐阜基地内 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施） 

家屋を建て替えるとき（※） 

家屋の全部または一部を取り壊したとき（※） 

家屋の用途を変更したとき 
（例 店舗を住宅に変更など） 

家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき（※） 

未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 

（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要） 

・家屋取壊届出書 

・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 

・固定資産税減免申請書 

・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 

実施場所 日時（受付時間） 

笠松小学校 

松枝小学校 

下羽栗小学校 

10月27日（金）13：00 

10月20日（金）13：00 

10月 3日（火）12：40

 
 
 
申請期限 
申請方法 

届け出が必要な時とその届出書  
 
 
日時 
場所 

 
 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 

お　知　ら　せ 
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町からのお知らせ 

ひらたクリニック 

秋秋のの全全国国交交通通安安全全運運動動　　99月月2211日日（（木木））～～3300日日（（土土））  秋の全国交通安全運動　9月21日（木）～30日（土） 

運動の基本　　子供と高齢者の交通事故防止 

9月30日（土）は交通事故死ゼロを目指す日 

令和5年9月号 
第1156号 8 令和5年9月号 

第1156号 9

C K C K



はぴねすワーク・サポート事業 
　ハローワーク岐阜では、児童扶養手当受給者を対象に、就労支援員が担当制・予約制で仕事探しのお

手伝いをしています。また、町と連携し、一日も早く就職ができるようサポートします。 

・パートから正社員に働き方を変えたい方 

・子育てが一段落したので働きたいけど、どのように就職活動をしたらよいかわからない方 

・児童扶養手当受給の相談中で、就職や転職を考えている方 

・離婚調停中の方　など 

・相談者の経歴や経験を考慮した就職支援　　・履歴書、職務経歴書の作成支援 

・求人情報の提供　　・各種就職支援セミナーや職業訓練などの情報提供 

・採用後の相談　など 

rハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口「はぴねすワーク・サポート事業」係（岐阜市五坪1‐9‐1） 

蕁206‐5065

キャリアコンサルタントに相談しませんか 
　お仕事をしている方を対象に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施しています。キャリ

アに関するさまざまな問題や悩みを、専門のキャリアコンサルタントが対面やWEB面談で一緒に考えます。 

専門実践教育訓練給付や特定一般教育給付の受給の際に必要な、訓練前キャリアコンサルティングも無

料で実施しています。 

月～金曜日、第1・3土曜日、第2日曜日（祝日・年末年始を除く） 

午前9時～午後5時（火・木曜日は午後8時まで） 

・職場でモチベーションを高めて力を発揮したい 

・子育てや介護との両立に悩んでいる 

・今後のキャリアについて考えたい　　など 

無料 

電話またはホームページから要申込 

e岐阜キャリア形成・学び直し支援センター（岐阜市金町8‐1　フロンティア丸杉ビル6階） 蕁267‐5001 
※本事業は、厚生労働省から株式会社パソナが受託し運営しています。 

令和5年度　羽島郡スポーツ大会結果 
6月27日（火）　岐南町民グラウンド　（参加：76人） （敬称略） 

第72回　町民軟式野球大会結果 
7月2日・16日（日）　勤労青少年運動場　（参加：6チーム） 
優　勝　北及第一　　準優勝　無動寺　　3　位　長池　　3　位　米野 

第53回　笠松町美術展作品募集 
11月3日（金・祝）～5日（日） 

笠松中央公民館・町民体育館 

町内に在住、在勤、在学（中学生以上） 

または町内出身者や町内で学習している方 

部門を問わず1人3点まで 

9月22日（金） 

出品申込票（笠松中央公民館、松枝公民館、総合会館で配布）を笠松中央公民館へ提出 

※額装の作品、壁面展示物にはつるし紐をつけてください。 

※開催期間中の作品の片付け、搬出はご遠慮ください。 

※搬出時は会場の後片付けにご協力ください。 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

▲申込はこちらから 

10月1日から時間額950円（40円アップ） 
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働

者に適用されます。 

　使用者も労働者も、1時間当たりの賃金額が最低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。 

c岐阜労働局賃金室  蕁245‐8104

岐阜県最低賃金が改正 

種目 

グラウンド・ゴルフ 

部門 

一般男子 

一般女子 

優勝 

三谷 修 

後藤 美奈子 

笠松町 

笠松町 

準優勝 

武藤 順夫 

谷口 則子 

笠松町 

笠松町 

3位 

安田 明 

松原 久枝 

岐南町 

岐南町 

募集部門 作品規格 

日本画・洋画・版画・水墨画 

彫塑・工芸 

書 

写真 

デザイン 

60号以内（額装） 

陶芸・ちぎり絵・刺繍・人形・パッチワークなど（限定なし） 
机上もしくは壁面（ボード）に展示できる大きさ 

色紙以上（軸装または額装） 

6つ切りから全紙、組写真は4つ切り以下5枚まで（額装） 

B全判以内 

搬入日時 

搬出日時 

11月2日（木）午前9時～正午 

11月5日（日）美術展終了後（午後4時）～午後6時 

 
 
 
対象者 
 
 
 
支援内容 

 
 
 
 
 
日時 
 
相談内容 
 
 
相談料 
申込方法 

 
開催期間 
開催場所 
出品者資格 
 
出品作品点数 
申込期限 
申込方法 

募　　　集 
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町からのお知らせ 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和5年9月号 
第1156号 10 令和5年9月号 

第1156号 11

C K C K



はぴねすワーク・サポート事業 
　ハローワーク岐阜では、児童扶養手当受給者を対象に、就労支援員が担当制・予約制で仕事探しのお

手伝いをしています。また、町と連携し、一日も早く就職ができるようサポートします。 

・パートから正社員に働き方を変えたい方 

・子育てが一段落したので働きたいけど、どのように就職活動をしたらよいかわからない方 

・児童扶養手当受給の相談中で、就職や転職を考えている方 

・離婚調停中の方　など 

・相談者の経歴や経験を考慮した就職支援　　・履歴書、職務経歴書の作成支援 

・求人情報の提供　　・各種就職支援セミナーや職業訓練などの情報提供 

・採用後の相談　など 

rハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口「はぴねすワーク・サポート事業」係（岐阜市五坪1‐9‐1） 

蕁206‐5065

キャリアコンサルタントに相談しませんか 
　お仕事をしている方を対象に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施しています。キャリ

アに関するさまざまな問題や悩みを、専門のキャリアコンサルタントが対面やWEB面談で一緒に考えます。 

専門実践教育訓練給付や特定一般教育給付の受給の際に必要な、訓練前キャリアコンサルティングも無

料で実施しています。 

月～金曜日、第1・3土曜日、第2日曜日（祝日・年末年始を除く） 

午前9時～午後5時（火・木曜日は午後8時まで） 
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無料 

電話またはホームページから要申込 

e岐阜キャリア形成・学び直し支援センター（岐阜市金町8‐1　フロンティア丸杉ビル6階） 蕁267‐5001 
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6月27日（火）　岐南町民グラウンド　（参加：76人） （敬称略） 

第72回　町民軟式野球大会結果 
7月2日・16日（日）　勤労青少年運動場　（参加：6チーム） 
優　勝　北及第一　　準優勝　無動寺　　3　位　長池　　3　位　米野 

第53回　笠松町美術展作品募集 
11月3日（金・祝）～5日（日） 

笠松中央公民館・町民体育館 
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部門を問わず1人3点まで 

9月22日（金） 

出品申込票（笠松中央公民館、松枝公民館、総合会館で配布）を笠松中央公民館へ提出 

※額装の作品、壁面展示物にはつるし紐をつけてください。 

※開催期間中の作品の片付け、搬出はご遠慮ください。 

※搬出時は会場の後片付けにご協力ください。 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

▲申込はこちらから 

10月1日から時間額950円（40円アップ） 
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働

者に適用されます。 

　使用者も労働者も、1時間当たりの賃金額が最低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。 

c岐阜労働局賃金室  蕁245‐8104

岐阜県最低賃金が改正 

種目 

グラウンド・ゴルフ 

部門 

一般男子 

一般女子 

優勝 

三谷 修 

後藤 美奈子 

笠松町 

笠松町 

準優勝 

武藤 順夫 

谷口 則子 

笠松町 

笠松町 

3位 

安田 明 

松原 久枝 

岐南町 

岐南町 

募集部門 作品規格 

日本画・洋画・版画・水墨画 

彫塑・工芸 

書 

写真 

デザイン 

60号以内（額装） 

陶芸・ちぎり絵・刺繍・人形・パッチワークなど（限定なし） 
机上もしくは壁面（ボード）に展示できる大きさ 

色紙以上（軸装または額装） 

6つ切りから全紙、組写真は4つ切り以下5枚まで（額装） 

B全判以内 

搬入日時 

搬出日時 

11月2日（木）午前9時～正午 

11月5日（日）美術展終了後（午後4時）～午後6時 

 
 
 
対象者 
 
 
 
支援内容 

 
 
 
 
 
日時 
 
相談内容 
 
 
相談料 
申込方法 

 
開催期間 
開催場所 
出品者資格 
 
出品作品点数 
申込期限 
申込方法 

募　　　集 
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町からのお知らせ 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和5年9月号 
第1156号 10 令和5年9月号 

第1156号 11

C K C K



第55回　町民バドミントン大会 
10月8日（日）午前9時～ 

①ミックスの部（一般男子・女子混合） 

②一般女子の部 

③高校生男子の部 

④高校生女子の部 

⑤中学生男子の部 

⑥中学生女子の部 

⑦親子「母」の部（小学生と保護者） 

⑧親子「父」の部（小学生と保護者） 

⑨小学4年生以下の部 

⑩小学5・6年生の部 

※すべてダブルス。人数により種目変更あり。 

町民体育館2階 競技場 

町内在住・在勤・バドミントン協会加盟

の育成団体員の方 

1人1種目100円 

9月25日（月） 

申込書を笠松中央公民館・松枝公民

館・総合会館に提出 

e町スポーツ協会事務局（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

第41回　町民グラウンド・ゴルフ大会 
10月29日（日）（予備日30日（月）） 

午前9時～ 

交歓大会と交流大会 

四季の里広場 

町内在住・在勤、町協会・クラブ在籍（中

学生以上の個人）の方 

1人100円 

10月9日（月） 

申請書を笠松中央公民館または主管

協会事務局に提出 

第3回　町民太極拳教室 
11月11日（土）午後1時30分～ 

総合会館 

100円（当日、会場にて納付） 

町内在住・在勤の方（小学生以上） 

10月12日（木） 

申込書を笠松中央公民館・松枝公民

館・総合会館に提出 

長寿のお祝い 
　皆さんの長寿をお祝いして「敬老のつどい」と「敬老会」を開催しますので、 

ぜひお出かけください。 

　「敬老会」は11月に実施します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

笠松刑務所　矯正展 
　矯正施設の果たす社会的役割を広く理解して

いただくことを目的として開催します。 

10月7日（土）午前9時～午後3時 

笠松刑務所（中川町23） 

（アクセス：巡回町民バス「笠松郵便局前」または「笠

松中学校前」バス停から徒歩2分） 

無料 

 

・施設参観 

　（構内のバスツアー・工場見学　※当日受付） 

・刑務所作業製品の展示即売 

・七宝焼作品、くみ紐の製作体験コーナー 

・キッチンカー 

・ミニSL　　　　など 

c笠松刑務所　企画部門作業　蕁387‐5121

参加申込書は笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館で

受け取るか、町ホームページからダウンロード！ 

▲バドミントン大会 ▲グラウンド・ゴルフ大会 ▲太極拳教室 

1日（金）・13日（水）・14日（木）・15日（金） 
26日（火）・27日（水）・28日（木）・29日（金） 

1144・・2288日日ははチチャャンンネネルルCCCCNNににてて笠笠松松けけいいばば全全レレーーススをを放放送送!!14・28日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

14日（木）第51回ジュニアクラウン（P） 
28日（木）第50回オータムカップ（SPⅡ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

9月の開催日程 

詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください 
https:/ /www.kasamatsu-keiba.com/

公式SNSで笠松けいばの色々な情報を日々、
配信しています 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

敬老の 
つどい 

敬老会 

対象者 

77歳以上の方 
（昭和22年 

4月1日以前生まれ） 

88歳の方 
（昭和10年4月2日～ 

11年4月1日生まれ） 

対象地域 

・笠松地域の一部 
　（新町の通りより北側） 
・下羽栗地域 

・笠松地域の一部 
　（新町の通りより南側） 
・松枝地域 

全地域 

日にち 

9月18日 
（月・祝 
敬老の日） 

11月10日（金） 
午前11時～ 

時間 

午前10時～ 

午後2時～ 

場所 

笠松 
中央公民館 

3階 
大ホール 

案内状 

8月に 
送付済 

10月初旬
送付予定 

 
日時 
種目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
場所 
参加資格 
 
参加料 
申込期限 
申込方法 

 
日にち 
時間 
種目 
場所 
参加資格 
 
参加料 
申込期限 
申込方法 

 
日時 
場所 
参加料 
参加資格 
申込期限 
申込方法 

 
 
 
日時 
場所 
 
 
入場料 
催し物 

イ　ベ　ン　ト 
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������

町からのお知らせ 

うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松2丁目157番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田3977‐1 
TEL 058‐327‐4030

10年保証 

令和5年9月号 
第1156号 12 令和5年9月号 

第1156号 13

C K C K



第55回　町民バドミントン大会 
10月8日（日）午前9時～ 

①ミックスの部（一般男子・女子混合） 

②一般女子の部 

③高校生男子の部 

④高校生女子の部 

⑤中学生男子の部 

⑥中学生女子の部 

⑦親子「母」の部（小学生と保護者） 

⑧親子「父」の部（小学生と保護者） 

⑨小学4年生以下の部 

⑩小学5・6年生の部 

※すべてダブルス。人数により種目変更あり。 

町民体育館2階 競技場 

町内在住・在勤・バドミントン協会加盟

の育成団体員の方 

1人1種目100円 

9月25日（月） 

申込書を笠松中央公民館・松枝公民

館・総合会館に提出 

e町スポーツ協会事務局（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

第41回　町民グラウンド・ゴルフ大会 
10月29日（日）（予備日30日（月）） 

午前9時～ 

交歓大会と交流大会 

四季の里広場 

町内在住・在勤、町協会・クラブ在籍（中

学生以上の個人）の方 

1人100円 

10月9日（月） 

申請書を笠松中央公民館または主管

協会事務局に提出 

第3回　町民太極拳教室 
11月11日（土）午後1時30分～ 

総合会館 

100円（当日、会場にて納付） 

町内在住・在勤の方（小学生以上） 

10月12日（木） 

申込書を笠松中央公民館・松枝公民

館・総合会館に提出 

長寿のお祝い 
　皆さんの長寿をお祝いして「敬老のつどい」と「敬老会」を開催しますので、 

ぜひお出かけください。 

　「敬老会」は11月に実施します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

笠松刑務所　矯正展 
　矯正施設の果たす社会的役割を広く理解して

いただくことを目的として開催します。 

10月7日（土）午前9時～午後3時 

笠松刑務所（中川町23） 

（アクセス：巡回町民バス「笠松郵便局前」または「笠

松中学校前」バス停から徒歩2分） 

無料 
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　（構内のバスツアー・工場見学　※当日受付） 

・刑務所作業製品の展示即売 

・七宝焼作品、くみ紐の製作体験コーナー 

・キッチンカー 

・ミニSL　　　　など 

c笠松刑務所　企画部門作業　蕁387‐5121

参加申込書は笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館で

受け取るか、町ホームページからダウンロード！ 
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1日（金）・13日（水）・14日（木）・15日（金） 
26日（火）・27日（水）・28日（木）・29日（金） 

1144・・2288日日ははチチャャンンネネルルCCCCNNににてて笠笠松松けけいいばば全全レレーーススをを放放送送!!14・28日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

14日（木）第51回ジュニアクラウン（P） 
28日（木）第50回オータムカップ（SPⅡ） 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

9月の開催日程 

詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください 
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公式SNSで笠松けいばの色々な情報を日々、
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うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 
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瑞穂市野田新田3977‐1 
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笠 松 町 役 場  
 

議 会 事 務 局  
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 子 ども 課  
建 設 課  
水 道 課  
会 計 課  
水道料金事務センター 

 
福祉健康センター 

 
福 祉 会 館  
こども館「かさくら」 
笠松中央公民館 
 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  
 
テレホンサービス 
防災行政無線アンサーバック 

（過去の放送を聞くことができます） 
火災情報テレホンサービス 

（羽島郡内の火災発生状況を 
聞くことができます） 

388‐1111 
387‐5816 
388‐1110 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1119 
388‐1175 
 

（健康介護課） 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 

（教育文化課） 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
387‐5321 
388‐2355 
 
 
388‐4930 
 
387‐0100

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 

 
蕁 

お問い合わせ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

人口 
男 
女 

世帯数 

人 
人 
人 
世帯 

（ 
（ 
（ 
（ 

） 
） 
） 
） 

税務署での面接相談は予約が必要です 
　税務署で国税に関する面接相談を希望される

場合は、事前に予約が必要です。 

　また、国税庁ホームページでは、国税に関する

質問に応じる電話相談やチャットボットなどの様々

な相談方法をご案内していますので、ぜひご利用

ください。 

r岐阜南税務署蕁271‐7111

重症心身障がい児・者などの相談 
　医療的ケアが必要な方や重症心身障がいのあ

る方が地域で安心して生活できるよう、看護師資

格を持つ相談員が相談をお受けします。 

月～金曜日　午前9時～午後5時 

（祝日を除く） 

重症心身障がい在宅支援センターみらい（医

療的ケア児支援センター）岐阜本所（OKBふれあ

い会館5階看護協会内） 

無料 

c重症心身障がい在宅支援センターみらい　 

蕁275‐3234

行政書士による電話無料相談会 
10月2日（月）　午前10時～午後3時 

相続・遺言、任意後見、農地転用、開発許可、自動車登録、

在留資格、建設業許可、その他行政書士の取扱事項 

d岐阜県行政書士会　蕁263‐6580

行政書士・司法書士・土地家屋調査士による 
法の日無料相談会 

10月7日（土）　午前10時～午後3時 

マーサ21北館1階 コメ兵横 

 

〈行政書士取扱業務〉相続・遺言、任意後見、農地転用　など 

〈司法書士取扱業務〉不動産や会社法人の登記　など 

〈土地家屋調査士取扱業務〉 

土地の分筆や地目の変更、建物の登記　など 

c岐阜県行政書士会岐阜支部　蕁201‐5148

生活騒音の近隣への配慮を 
　私たちの身近には、色 な々音があります。迷惑に感じる音を総称し

て生活騒音と呼んでいます。 

　誰もが生活騒音の加害者・被害者になる可能性があり、時に円滑

な近所付き合いに支障をきたすことも考えられます。 

　日ごろから音に注意を払い、家電や楽器の使用などについて配慮

と工夫をしましょう。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和5年8月1日現在（前月比） 

こども館「かさくら」行事（10月） 
申込期間　9月1日（金）～ 

卓球あそび：7日（土）13：00～15：00　小中学・高校生（4組）利用できます。 

eこども館「かさくら」　蕁388‐0811

対　象 内　容 

乳幼児親子 

幼児親子・小学生 

小学生 

小中学・高校生 

中学・高校生 

日にち 

5日（木） 
6日（金） 

11日（水） 

17日（火） 
18日（水） 

27日（金） 

8日（日） 

29日（日） 

28日（土） 

22日（日） 

11日（水） 

28日（土） 

時　間 

10：00～10：30 

14：00～16：30 

13：30～16：30 

18：00～21：00 

18：00～20：00

定員 

10組 

20組 

10組 

10組 

20人 

10人 

－ 

申込 

要 

不要 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

人形劇 

つくってみよう 
（光る消しゴムづくり） 

子ども相談室 

ボードゲームDay 

ティーンズスペース 
（中高生の居場所） 

ティーンズテーマトーク 

蜻国税に関する相談 
　（国税庁ホームページ） 

21,820 
10,508 
11,312 

9,362

増 
増 
増 
増 

15 
14 

1 
13

野焼きはやめましょう 
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼き）

することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた収集日

に出しましょう。 

　例外になる焼却（農業のための焼却な

ど）であっても、時間帯や天候などに十分

配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、

周辺住民から苦情や相談があれば、職

員が焼却中止の指導やお願いに伺う場

合があります。 

c環境経済課　蕁388‐1114

 
 
 
 
日時 
 
場所 
 
 
相談料 

 
日時 
相談内容 

 
 
日時 
場所 
相談内容 

相　　　談 

お　願　い 

����	��
������

町からのお知らせ 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和5年9月号 
第1156号 14 令和5年9月号 

第1156号 15

C K C K



笠 松 町 役 場  
 

議 会 事 務 局  
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 子 ども 課  
建 設 課  
水 道 課  
会 計 課  
水道料金事務センター 

 
福祉健康センター 

 
福 祉 会 館  
こども館「かさくら」 
笠松中央公民館 
 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  
 
テレホンサービス 
防災行政無線アンサーバック 

（過去の放送を聞くことができます） 
火災情報テレホンサービス 

（羽島郡内の火災発生状況を 
聞くことができます） 

388‐1111 
387‐5816 
388‐1110 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1119 
388‐1175 
 

（健康介護課） 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 

（教育文化課） 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
387‐5321 
388‐2355 
 
 
388‐4930 
 
387‐0100

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
 
蕁 

 
蕁 

お問い合わせ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

人口 
男 
女 

世帯数 

人 
人 
人 
世帯 

（ 
（ 
（ 
（ 

） 
） 
） 
） 

税務署での面接相談は予約が必要です 
　税務署で国税に関する面接相談を希望される

場合は、事前に予約が必要です。 

　また、国税庁ホームページでは、国税に関する

質問に応じる電話相談やチャットボットなどの様々

な相談方法をご案内していますので、ぜひご利用

ください。 

r岐阜南税務署蕁271‐7111

重症心身障がい児・者などの相談 
　医療的ケアが必要な方や重症心身障がいのあ

る方が地域で安心して生活できるよう、看護師資

格を持つ相談員が相談をお受けします。 

月～金曜日　午前9時～午後5時 

（祝日を除く） 

重症心身障がい在宅支援センターみらい（医

療的ケア児支援センター）岐阜本所（OKBふれあ

い会館5階看護協会内） 

無料 

c重症心身障がい在宅支援センターみらい　 

蕁275‐3234

行政書士による電話無料相談会 
10月2日（月）　午前10時～午後3時 

相続・遺言、任意後見、農地転用、開発許可、自動車登録、

在留資格、建設業許可、その他行政書士の取扱事項 

d岐阜県行政書士会　蕁263‐6580

行政書士・司法書士・土地家屋調査士による 
法の日無料相談会 

10月7日（土）　午前10時～午後3時 

マーサ21北館1階 コメ兵横 

 

〈行政書士取扱業務〉相続・遺言、任意後見、農地転用　など 

〈司法書士取扱業務〉不動産や会社法人の登記　など 

〈土地家屋調査士取扱業務〉 

土地の分筆や地目の変更、建物の登記　など 

c岐阜県行政書士会岐阜支部　蕁201‐5148

生活騒音の近隣への配慮を 
　私たちの身近には、色 な々音があります。迷惑に感じる音を総称し

て生活騒音と呼んでいます。 

　誰もが生活騒音の加害者・被害者になる可能性があり、時に円滑

な近所付き合いに支障をきたすことも考えられます。 

　日ごろから音に注意を払い、家電や楽器の使用などについて配慮

と工夫をしましょう。 

c環境経済課　蕁388‐1114

令和5年8月1日現在（前月比） 

こども館「かさくら」行事（10月） 
申込期間　9月1日（金）～ 

卓球あそび：7日（土）13：00～15：00　小中学・高校生（4組）利用できます。 

eこども館「かさくら」　蕁388‐0811

対　象 内　容 

乳幼児親子 

幼児親子・小学生 

小学生 

小中学・高校生 

中学・高校生 

日にち 

5日（木） 
6日（金） 

11日（水） 

17日（火） 
18日（水） 

27日（金） 

8日（日） 

29日（日） 

28日（土） 

22日（日） 

11日（水） 

28日（土） 

時　間 

10：00～10：30 

14：00～16：30 

13：30～16：30 

18：00～21：00 

18：00～20：00

定員 

10組 

20組 

10組 

10組 

20人 

10人 

－ 

申込 

要 

不要 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

人形劇 

つくってみよう 
（光る消しゴムづくり） 

子ども相談室 

ボードゲームDay 

ティーンズスペース 
（中高生の居場所） 

ティーンズテーマトーク 

蜻国税に関する相談 
　（国税庁ホームページ） 

21,820 
10,508 
11,312 

9,362

増 
増 
増 
増 

15 
14 

1 
13

野焼きはやめましょう 
　基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却（野焼き）

することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた収集日

に出しましょう。 

　例外になる焼却（農業のための焼却な

ど）であっても、時間帯や天候などに十分

配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、

周辺住民から苦情や相談があれば、職

員が焼却中止の指導やお願いに伺う場

合があります。 

c環境経済課　蕁388‐1114

 
 
 
 
日時 
 
場所 
 
 
相談料 

 
日時 
相談内容 

 
 
日時 
場所 
相談内容 

相　　　談 

お　願　い 

����	��
������

町からのお知らせ 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和5年9月号 
第1156号 14 令和5年9月号 

第1156号 15

C K C K



「「可可燃燃ごごみみ」」かかららリリササイイククルルででききるる「「資資源源ごごみみ」」へへ  

　笠松町、岐阜市、羽島市、岐南町の2市2町により、ごみ
処理を共同で行う施設を羽島市に建設する事業を進め
ています。その建設や運営にかかる費用「337億2,930
万円」は、各市町のごみ搬入量に応じて負担
することになります。 
　町のごみが増えると、町の費用負担も増えます。ごみ
処理費用の負担軽減のためにも、ごみの減量化・資源化
に取り組む必要があります。 

　「下水道の日」は下水道普及率が6%と他国に比べて著しく遅れていた日本の下水道の全国的な普

及促進を目的に「全国下水道促進デー」として制定されたことが始まりで、平成13年にはより親しみのあ

る名称として「下水道の日」に変更されました。 

　笠松町の下水道事業は、家庭や事業所から出る汚水をきれいな水にして河川など

へ放流する大切な事業で、下水道の整備は町民の皆さんからの要望も強く、町として

も力を入れて取り組んでおり、平成4年の供用開始以降の町の下水道区域内普及率は、

約91%（令和5年4月1日現在）となりました。 

　下水道は使用できる皆さん全てにご使用いただかなければ、本来の目的である「生

活環境・公衆衛生の向上」や「自然・水質の保全」を達成することはできず、多額の税

金や費用を使って建設した費用対効果が得られなくなってしまいます。 

　下水道の使用は私たちの未来に対する義務と考え、供用開始区域（公共下水道が

使用できる区域）内の方は、速やかな下水道への接続をお願いします。 

　可燃ごみを調べると、水分を多く含んだ生ごみと、資源ごみとして出すことができるものが
多くありました。 
　分別して、できるだけ資源ごみとして出しましょう。一人ひとりの心がけによるごみの減量化
にご協力をお願いします。 

c環境経済課　蕁388‐1114

次期ごみ処理施設の完成イメージ 
（令和9年4月稼働予定） 

あなたが何気なく出しているごみは、処理にいくらかかっているでしょう？ 

家庭系可燃ごみ（生ごみなど） 

1袋の処理に約500円 
（大袋6.6kg換算） 

生生ごごみみ  
3355%%

ププララススチチッックク類類  
2200%%

木木・・草草ななどど  
1111%%

紙紙類類  
3344%%

生ごみ 
35%

プラスチック類 
20%

木・草など 
11%

紙類 
34%■プラスチック製容器包装は

リサイクルを 
　プラスチック製の容器や包装
材は資源ごみに出しましょう。 

■水切りの徹底 
　生ごみの約80%は水
分です。 
　水切りを徹底しましょう。 
■食品ロスの削減 
　買いすぎ・作りすぎに
は気を付けましょう。また、
調理方法を工夫するな
どして、食材は無駄なく
使い切りましょう。 

■緑ごみを回収しています 

■紙類はリサイクルを 
　紙類の多くは、リサイクルすることが可能です。 
　資源回収や地域の集団回収に出しましょう。 

笠松町の 
ごみの割合 

「「可可燃燃ごごみみ」」かかららリリササイイククルルででききるる「「資資源源ごごみみ」」へへ  「可燃ごみ」からリサイクルできる「資源ごみ」へ 

のマークが 
目印です。 

毎週木・金・土曜日 
祝日も回収します。（12/29～1/6を除く） 

9：00～12：00 
 
㈲内田商会　北及905番地 
㈱高島衛生駐車場　 円城寺25番地 

・水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の水に溶けない紙（ティッシュペーパーやウエットティッシュ）

や紙おむつなどの衛生用品を流さないでください。 

・キッチンでは、調理のくずや食べ残し、揚げ物の残り油などを流さないでください。 

　これらは、排水管の詰まりや下水道処理場の機能を低下させる原因と

なるばかりか、修理に多額の費用がかかる場合がありますので、適切な

下水道の使用にご協力ください。 

c水道課　蕁388‐1118

・家庭の日 17日（日） 

・早く家庭に帰る日 8日（金）　18日（月・祝）　28日（木） 

－今月のテーマ－ 
　家族みんなで、お年寄りを敬い、色々な話をしましょう。 

家庭教育を実践する日 

▲岐阜県の家庭教育の取組 

▲供用開始区域 

回収日 
 
回収時間 
回収場所 

ごみを減らしましょう 
次期ごみ処理施設の整備とごみの減量 

～下水道への接続はお早めに～ 
9月10日は下水道の日 

下水道を使用している皆さんへ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和5年9月号 
第1156号 16 令和5年9月号 

第1156号 17

C K C K



「「可可燃燃ごごみみ」」かかららリリササイイククルルででききるる「「資資源源ごごみみ」」へへ  

　笠松町、岐阜市、羽島市、岐南町の2市2町により、ごみ
処理を共同で行う施設を羽島市に建設する事業を進め
ています。その建設や運営にかかる費用「337億2,930
万円」は、各市町のごみ搬入量に応じて負担
することになります。 
　町のごみが増えると、町の費用負担も増えます。ごみ
処理費用の負担軽減のためにも、ごみの減量化・資源化
に取り組む必要があります。 

　「下水道の日」は下水道普及率が6%と他国に比べて著しく遅れていた日本の下水道の全国的な普

及促進を目的に「全国下水道促進デー」として制定されたことが始まりで、平成13年にはより親しみのあ

る名称として「下水道の日」に変更されました。 

　笠松町の下水道事業は、家庭や事業所から出る汚水をきれいな水にして河川など

へ放流する大切な事業で、下水道の整備は町民の皆さんからの要望も強く、町として

も力を入れて取り組んでおり、平成4年の供用開始以降の町の下水道区域内普及率は、

約91%（令和5年4月1日現在）となりました。 

　下水道は使用できる皆さん全てにご使用いただかなければ、本来の目的である「生

活環境・公衆衛生の向上」や「自然・水質の保全」を達成することはできず、多額の税

金や費用を使って建設した費用対効果が得られなくなってしまいます。 

　下水道の使用は私たちの未来に対する義務と考え、供用開始区域（公共下水道が

使用できる区域）内の方は、速やかな下水道への接続をお願いします。 

　可燃ごみを調べると、水分を多く含んだ生ごみと、資源ごみとして出すことができるものが
多くありました。 
　分別して、できるだけ資源ごみとして出しましょう。一人ひとりの心がけによるごみの減量化
にご協力をお願いします。 

c環境経済課　蕁388‐1114

次期ごみ処理施設の完成イメージ 
（令和9年4月稼働予定） 

あなたが何気なく出しているごみは、処理にいくらかかっているでしょう？ 

家庭系可燃ごみ（生ごみなど） 

1袋の処理に約500円 
（大袋6.6kg換算） 

生生ごごみみ  
3355%%

ププララススチチッックク類類  
2200%%

木木・・草草ななどど  
1111%%

紙紙類類  
3344%%

生ごみ 
35%

プラスチック類 
20%

木・草など 
11%

紙類 
34%■プラスチック製容器包装は

リサイクルを 
　プラスチック製の容器や包装
材は資源ごみに出しましょう。 

■水切りの徹底 
　生ごみの約80%は水
分です。 
　水切りを徹底しましょう。 
■食品ロスの削減 
　買いすぎ・作りすぎに
は気を付けましょう。また、
調理方法を工夫するな
どして、食材は無駄なく
使い切りましょう。 

■緑ごみを回収しています 

■紙類はリサイクルを 
　紙類の多くは、リサイクルすることが可能です。 
　資源回収や地域の集団回収に出しましょう。 

笠松町の 
ごみの割合 

「「可可燃燃ごごみみ」」かかららリリササイイククルルででききるる「「資資源源ごごみみ」」へへ  「可燃ごみ」からリサイクルできる「資源ごみ」へ 

のマークが 
目印です。 

毎週木・金・土曜日 
祝日も回収します。（12/29～1/6を除く） 

9：00～12：00 
 
㈲内田商会　北及905番地 
㈱高島衛生駐車場　 円城寺25番地 

・水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の水に溶けない紙（ティッシュペーパーやウエットティッシュ）

や紙おむつなどの衛生用品を流さないでください。 

・キッチンでは、調理のくずや食べ残し、揚げ物の残り油などを流さないでください。 

　これらは、排水管の詰まりや下水道処理場の機能を低下させる原因と

なるばかりか、修理に多額の費用がかかる場合がありますので、適切な

下水道の使用にご協力ください。 

c水道課　蕁388‐1118

・家庭の日 17日（日） 

・早く家庭に帰る日 8日（金）　18日（月・祝）　28日（木） 

－今月のテーマ－ 
　家族みんなで、お年寄りを敬い、色々な話をしましょう。 

家庭教育を実践する日 

▲岐阜県の家庭教育の取組 

▲供用開始区域 

回収日 
 
回収時間 
回収場所 

ごみを減らしましょう 
次期ごみ処理施設の整備とごみの減量 

～下水道への接続はお早めに～ 
9月10日は下水道の日 

下水道を使用している皆さんへ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 
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歴史未来館の行事 
History＆Future

講座「ウッドバーニングを体験しよう！」 

　電熱ペンを使って、素材を焦がしながら絵や模様を描いてい

きます。ハガキサイズの板に名前や模様などを写し、電熱ペンで

なぞって、オリジナルの表札やルームプレートを作りましょう。 

9月16日（土） 

①午前9時～　②午前10時30分～ 

※2回とも同じものを制作 

歴史未来館 1階 多目的ホール 

和田 真弓氏 

各回10人（先着順　※未就学児は保護者同伴） 

400円 

赤色のボールペン 

c歴史未来館　蕁388‐0161

大野 鵠士の、あっと驚く 
“おもしろ講座”第3回 

　芭蕉の教えを受けた各務 支考が

美濃に広めた獅子門。その第41代

目の道統宗匠である大野 鵠士氏に

歴史をめぐって、おもしろく語ってい

ただきます。 

9月29日（金）午後1時30分 

歴史未来館 1階 多目的ホー

ル 

「家康～浜松城と関ヶ原」 

大野 鵠士氏 

24人　※先着順 

歴史未来館まで事前に

電話 

※9月6日（水）午前9時受付開始 

e歴史未来館　蕁388‐0161

おお の こく し 

かが み し こう 

どう とう そう しょう 

第４６号　副町長の選任同意 
川部副町長の退任に伴い、後任として村井 隆文氏を

副町長に選任 

第４７号　米野５２号線坂路改修工事請負契約の締結 
契約の金額 ７７,０００,０００円 

契約の相手方 株式会社 加藤組 

第４８号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ４,５８７,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ７,６４１,１７２,０００円 

［主な補正内容］ 

・笠松駅周辺の横断歩道警備委託料を増額 

・給食センターのボイラー配管の修繕料を計上 

 

［すべて可決］ 

第３号選挙 
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について 

当選者　古田 聖人（敬称略） 

cぎなんフェスタ実行委員会事務局（経済環境課内）　蕁247‐1370

　今年も、秋の一大イベント「ぎなん

フェスタ2023」を開催します！キャッ

チフレーズは「つなごう！笑顔☆」。 

　2022年にときめきを取り戻したぎ

なんフェスタが、さらにパワーアップ！

会場には、多くの飲食ブースや子ど

も向けのゲームブース、大好評のJA

農業祭軽トラ市も並びます。ステー

ジイベントでは、キャラクターショーや

園児の合唱・合奏、豪華景品のお楽しみ抽選会で盛り上がること間違いなしです。大人から子どもまで

楽しめるイベントです。 

　会場まではシャトルバスのほか、町のコミュニティバスを臨時運行（無料）します。ぜひ足を運んでみて

ください。 

 
日時　10月15日（日）　午前9時～午後4時　※雨天決行 

ねぎっちょにも 
会えるよ 

▲申込はこちらから 
（9月3日（日）午前9時受付開始） 

「「訥訥斎斎没没後後115500年年」」天天才才画画人人のの作作品品をを一一挙挙公公開開！！  

企企画画展展「「笠笠松松のの画画人人　　山山田田訥訥斎斎」」  
ととっっ  ささいい  

「訥斎没後150年」天才画人の作品を一挙公開！ 

企画展「笠松の画人　山田訥斎」 
とっ さい 

すみ た きん こう い とう かん ぽう 

　歴史未来館では、平成27年のリニューアルオープン後、初の企画展として「笠松の画人　山田訥

斎」を開催しました。それから収蔵作品も増え、8年を経てより充実した同企画展を開催する運びとな

りました。 

　訥斎は、江戸時代後期（1814年）に笠松に生まれ、幕末から明治初めにかけて活躍し、明治6年（1873

年）に生涯を閉じました。少年の頃より学業、和歌、書、茶華、囲碁にいたるまで芸達者で、晩年は復

古主義・勤王思想の人 と々交流があり、その影響を受けたと言われています。また、同じく笠松にゆか

りのある角田 錦江や伊藤 冠峰とも親交があり、その足跡が伺えます。 

　今回は、訥斎が得意とした山水画や花鳥画、愛用の画材などを中心

に50点余りを展示し、その画業を振り返ります。才能あふれる作品の数々

をじっくりとご鑑賞ください。 

9月9日（土）～10月15日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日（祝日の場合はその翌日） 

e歴史未来館　蕁388‐0161

議決結果 選　挙 

 
 
 
日にち 
時間 
 
場所 
講師 
定員 
材料費 
持ち物 

 
 
 
 
 
日時 
場所 
 
演題 
講師 
定員 
申込方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展示期間 
時間 
場所 
入館料 
休館日 

第3回　笠松町議会臨時会（7月25日開会　同日閉会） 

ぎなんフェスタ2023

岐阜連携都市圏を知ろう　－岐南町－ 

令和5年9月号 
第1156号 18 令和5年9月号 

第1156号 19
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歴史未来館の行事 
History＆Future

講座「ウッドバーニングを体験しよう！」 

　電熱ペンを使って、素材を焦がしながら絵や模様を描いてい

きます。ハガキサイズの板に名前や模様などを写し、電熱ペンで

なぞって、オリジナルの表札やルームプレートを作りましょう。 

9月16日（土） 

①午前9時～　②午前10時30分～ 

※2回とも同じものを制作 

歴史未来館 1階 多目的ホール 

和田 真弓氏 

各回10人（先着順　※未就学児は保護者同伴） 

400円 

赤色のボールペン 

c歴史未来館　蕁388‐0161

大野 鵠士の、あっと驚く 
“おもしろ講座”第3回 

　芭蕉の教えを受けた各務 支考が

美濃に広めた獅子門。その第41代

目の道統宗匠である大野 鵠士氏に

歴史をめぐって、おもしろく語ってい

ただきます。 

9月29日（金）午後1時30分 

歴史未来館 1階 多目的ホー

ル 

「家康～浜松城と関ヶ原」 

大野 鵠士氏 

24人　※先着順 

歴史未来館まで事前に

電話 

※9月6日（水）午前9時受付開始 

e歴史未来館　蕁388‐0161

おお の こく し 

かが み し こう 

どう とう そう しょう 

第４６号　副町長の選任同意 
川部副町長の退任に伴い、後任として村井 隆文氏を

副町長に選任 

第４７号　米野５２号線坂路改修工事請負契約の締結 
契約の金額 ７７,０００,０００円 

契約の相手方 株式会社 加藤組 

第４８号　令和５年度笠松町一般会計補正予算（第４号） 
補正額 ４,５８７,０００円 

補正後歳入歳出予算額 ７,６４１,１７２,０００円 

［主な補正内容］ 

・笠松駅周辺の横断歩道警備委託料を増額 

・給食センターのボイラー配管の修繕料を計上 

 

［すべて可決］ 

第３号選挙 
岐阜県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について 

当選者　古田 聖人（敬称略） 

cぎなんフェスタ実行委員会事務局（経済環境課内）　蕁247‐1370

　今年も、秋の一大イベント「ぎなん

フェスタ2023」を開催します！キャッ

チフレーズは「つなごう！笑顔☆」。 

　2022年にときめきを取り戻したぎ

なんフェスタが、さらにパワーアップ！

会場には、多くの飲食ブースや子ど

も向けのゲームブース、大好評のJA

農業祭軽トラ市も並びます。ステー

ジイベントでは、キャラクターショーや

園児の合唱・合奏、豪華景品のお楽しみ抽選会で盛り上がること間違いなしです。大人から子どもまで

楽しめるイベントです。 

　会場まではシャトルバスのほか、町のコミュニティバスを臨時運行（無料）します。ぜひ足を運んでみて

ください。 

 
日時　10月15日（日）　午前9時～午後4時　※雨天決行 

ねぎっちょにも 
会えるよ 

▲申込はこちらから 
（9月3日（日）午前9時受付開始） 

「「訥訥斎斎没没後後115500年年」」天天才才画画人人のの作作品品をを一一挙挙公公開開！！  

企企画画展展「「笠笠松松のの画画人人　　山山田田訥訥斎斎」」  
ととっっ  ささいい  

「訥斎没後150年」天才画人の作品を一挙公開！ 

企画展「笠松の画人　山田訥斎」 
とっ さい 

すみ た きん こう い とう かん ぽう 

　歴史未来館では、平成27年のリニューアルオープン後、初の企画展として「笠松の画人　山田訥

斎」を開催しました。それから収蔵作品も増え、8年を経てより充実した同企画展を開催する運びとな

りました。 

　訥斎は、江戸時代後期（1814年）に笠松に生まれ、幕末から明治初めにかけて活躍し、明治6年（1873

年）に生涯を閉じました。少年の頃より学業、和歌、書、茶華、囲碁にいたるまで芸達者で、晩年は復

古主義・勤王思想の人 と々交流があり、その影響を受けたと言われています。また、同じく笠松にゆか

りのある角田 錦江や伊藤 冠峰とも親交があり、その足跡が伺えます。 

　今回は、訥斎が得意とした山水画や花鳥画、愛用の画材などを中心

に50点余りを展示し、その画業を振り返ります。才能あふれる作品の数々

をじっくりとご鑑賞ください。 

9月9日（土）～10月15日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

月曜日（祝日の場合はその翌日） 

e歴史未来館　蕁388‐0161
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第3回　笠松町議会臨時会（7月25日開会　同日閉会） 

ぎなんフェスタ2023
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令和4年度 人事行政の 運営などの状況を公表します 
（1）職員採用の状況（R4.4.1～R5.3.31） （1）職員の勤務時間（標準的なもの）（R4.4.1現在） 

職員の任免・職員数に関する状況 

（4）職員手当の状況（R4.4.1現在） 

（2）職員の退職の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）初任給基準（R4.4.1現在） 

（3）一般行政職の級別職員数の状況（R4.4.1現在） 

（3）部門別職員数の状況（各年4月1日現在） 

区　　　分 支 給 の 内 容  

管理職手当 
主幹級以上の管理職員に対して支給 
　役職に応じた支給額（39,600円、47,500円、58,100円） 

住居手当 

通勤手当 

時間外勤務 
手　　　当 

借家・借間に係る手当 
月額16,000円を超える家賃を負担している職員に対し家賃額に対応
して支給 月額28,000円以内 

交通機関等利用者 
　運賃相当額 最高支給額　55,000円/月 
自動車等使用者 
　2km以上（片道）使用者に距離に対応して支給 
　月額2,000円（2km以上5km未満）～31,600円（60km以上） 

特殊勤務 
手　　当 

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給 
　・勤務日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.25倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍） 
　・週休日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

休日勤務 
手　　当 

祝日及び年末年始の休日において勤務したときに支給 
　・勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

夜　　間 
勤務手当 

宿日直手当 

深夜（22時から翌朝5時の間）に正規の勤務時間が割り振られた職員に
支給 
　・勤務1時間につき 当該職員の時間単価　×　0.25倍 

宿日直勤務をした職員に支給 4,400円/回 

管理職員 
特別勤務 
手　　当 

主幹級以上の職員が、臨時又は緊急の公務のため、正規の勤務時間を超
えて勤務したときに支給 
　・週休日、祝日又は年末年始の休日に勤務した場合 12,000円/回 
　　（勤務時間が6時間を超える場合 18,000円/回） 
　・平日深夜（午前0時から午前5時まで）に勤務した場合 6,000円/回 

災害応急対策又は災害復旧のため町に派遣された職員が、住所又は居所
を離れて町の区域に滞在することを要する場合に支給 

期末手当 
勤勉手当 

災害派遣 
手　　当 

退職手当  

扶養手当 

配偶者 6,500円/月 
子 10,000円/月 
配偶者・子以外の扶養親族 6,500円/月 
16歳から満22歳の子 1人につき5,000円加算 

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有 

 
6月期 

12月期 
計 

（支給割合） 
 期末手当 

1.200月分 
1.200月分 

2.40月分 

勤勉手当 
0.95月分 
1.05月分 

2.0月分 

その他加算措置　なし 

 
勤続20年 
勤続25年 
勤続35年 
最高限度 

（支給率）  
自己都合 定年 

19.6695月分 
28.0395月分 
39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 
33.27075月分 

47.709月分 
47.709月分 

公用の施設または 
これに準ずる施設 その他の施設 

30日以内 

31日から60日以内 

61日以上 

3,970円/日 

3,970円/日 

3,970円/日 

6,620円/日 

5,870円/日 

5,140円/日 

滞在期間 
施設の利用区分 

（2）一般職員の年次有給休暇の取得状況（R4.1.1～R4.12.31） 

（3）その他の休暇制度（R4.4.1現在） 

　地方公務員法第30条の規定により、職員は全体の奉仕者として公
共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に
実行するため、職員にはさまざまな義務が課せられています。特に信
用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限や争議行動
等の禁止規定に違反した場合は、懲戒処分の対象になります。 

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他特殊な勤務に従事する職員
に支給 

・感染症防疫作業手当 1,000円/日 
・死体取扱手当 1,000円/回 
・犬・猫等死体取扱手当 300円/回 

区 分  

一般行政職 
医 療 職  

計 

競 争 試 験  
男　性 
2人 
0人 
2人 

女性 
3人 
0人 
3人 

計 
5人 
0人 
5人 

定 年 退 職  
勧 奨 退 職  
普 通 退 職  
分 限 免 職  
懲 戒 免 職  
失 　 　 職  
死 亡 退 職  

計 

2人 
0人 
5人 
0人 
0人 
0人 
0人 
7人 

区 分  平均給料月額 

区　分 
一般行政職 

大学卒 

区　分 
保 健 師  

大学卒 短大3卒 
216,000円 204,900円 

短大卒 高校卒 
185,200円 167,100円 154,600円 

一 般 行 政 職  
税 務 職  
看 護・保 健 職  
企 業 職  

296,400円 
297,000円 
295,000円 
303,200円 

区 分  
部 門  

合 計  

職　員　数 
令和4年 令和5年 

41人 
12人 
14人 
17人 

1人 
2人 

11人 
3人 

101人 
12人 

113人 
3人 
4人 
3人 
3人 
0人 

13人 
126人 

38人 
11人 
14人 
16人 

1人 
2人 

11人 
3人 

96人 
12人 

108人 
3人 
4人 
3人 
3人 
0人 

13人 
121人 

総 務 企 画  
税 務  
民 生  
衛 生  
商 工  
農 林 水 産  
土 木  
議 会  

計 
教　　育　　　 
普通会計　計　 
水 道 事 業  
下 水 道 事 業  
介 護 保 険  
国 民 健 康 保 険  
後期高齢者医療 

計 

一

般

行

政 

公
営
企
業
等 

1 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 4

研修の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の研修の状況 9

職員の退職管理の状況 8

（1）1人当たりの支給額（R4.4.1現在） 

職員の給与の状況 3

職員の人事評価の状況 2

（1）分限処分者数（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）懲戒処分者数（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の分限・懲戒処分の状況 6

育児休業等の取得状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の休業に関する状況 5

（1）健康診断の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）公務災害補償制度の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の福祉・利益の保護の状況 １０ 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）不利益処分に関する審査請求の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

公平委員会に関する業務の状況 １１ 

職員の服務の状況 7
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

主事 
技師 

標準的な 
職務内容 

１年前の
職 員 数  

主任 
主任技師 

主査 
技術主査 副主幹 主 幹  課長 

参事 
会計管理者 
部 長  

職員数 11人 37人 19人 12人 2人 10人 7人 98人 

構成比 11.22% 37.76% 19.39% 12.25% 2.04% 10.20% 7.14% 100%

7人 37人 19人 11人 5人 10人 7人 96人 

退職者の再就職の状況 

　地方公務員法第23条、第23条の2、第23条の3の規定
に基づき、定期的に職員の勤務成績を人事管理の基礎資料
として活用し、職員の勤務意欲向上と人材育成を図ってい
ます。評価の種類は以下のとおりで、全職員を対象に、評価
結果を勤勉手当の成績率に反映させています。 

能力
評価 

業績
評価 

評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行
の過程において発揮された職員の能力を客観的
に評価 
職員があらかじめ設定した業務目標の達成度そ
の他設定目標以外の取組により、その業務上の
業績を客観的に評価 

参
考

 

病気休暇 

特別休暇 

介護休暇 

研修機関 研修回数 参加者数 

岐阜県市町村研修センター 

町単独 

その他 

15回 

1回 

77回 

34人 

12人 

93人 

地方公務員 
災害補償基金 
岐阜県支部 

2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 

法令に違反した場合 

職務上の義務に違反した場合 

全体の奉仕者たるにふさわしく 
ない非行のあった場合 

戒告 

0人 

0人 

0人 

減給 

0人 

0人 

0人 

停職 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

0人 

0人 

勤務実績が良くない場合 

心身の故障の場合 

職に必要な適格性を欠く場合 

職制、定数の改廃、予算の減少 
により廃職、過員を生じた場合 

刑事事件に関し起訴された場合 

降任 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

休職 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

降給 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

1週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 

38時間45分 8：30 17：15 12：00～13：00

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均使用日数 取得率 

3,923.0日 954.0日 100人 9.5日 24.3%

令和 
3年度 
定年 

退職者 

笠松町 
（再任用

など） 

他の地方 
公共団体 

地方独立 
行政法人 

地方 
三公社 

非営利 
法人 

営利 
法人 自営業 

再就職 

再就職
なし 

健康診断の種類 

人間ドック 

定期健康診断 

受診者数 

50人 

75人 

継続件数 審査請求件数 

0件 0件 

継続件数 措置要求件数 

0件 0件 

加入団体 

地方公務員が公務上の災害又は通勤
による災害を受けた場合に、その災害
によって生じた損害を補償し、及び必
要な福祉事業を行い、もって地方公務
員等及びその遺族の生活の安定と福
祉の向上に寄与することを目的とする。 

制度概要 

1件 

災害件数 

区　分 

負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ
とがやむを得ない場合（90日以内） 

結婚休暇（5日）　産前・産後休暇（産前6週間、産後8週間） 
妻の出産休暇（2日）　子の養育休暇（5日） 
子の看護休暇（5日）　忌引休暇（1～7日） 
夏季休暇（3日）　ボランティア休暇（5日）　　など 

負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ
る配偶者、父母、子などを介護する場合（2週間以上6月
以内） 

内　　容 

男性職員 

女性職員 

計 

0人 

4人 

4人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

0人 

5人 

5人 

0人 

7人 

7人 

0人 

0人 

0人 

令和4年度新規取得者数 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

前年度からの継続取得者数 

令和5年9月号 
第1156号 20 令和5年9月号 

第1156号 21

C K C K



令和4年度 人事行政の 運営などの状況を公表します 
（1）職員採用の状況（R4.4.1～R5.3.31） （1）職員の勤務時間（標準的なもの）（R4.4.1現在） 

職員の任免・職員数に関する状況 

（4）職員手当の状況（R4.4.1現在） 

（2）職員の退職の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）初任給基準（R4.4.1現在） 

（3）一般行政職の級別職員数の状況（R4.4.1現在） 

（3）部門別職員数の状況（各年4月1日現在） 

区　　　分 支 給 の 内 容  

管理職手当 
主幹級以上の管理職員に対して支給 
　役職に応じた支給額（39,600円、47,500円、58,100円） 

住居手当 

通勤手当 

時間外勤務 
手　　　当 

借家・借間に係る手当 
月額16,000円を超える家賃を負担している職員に対し家賃額に対応
して支給 月額28,000円以内 

交通機関等利用者 
　運賃相当額 最高支給額　55,000円/月 
自動車等使用者 
　2km以上（片道）使用者に距離に対応して支給 
　月額2,000円（2km以上5km未満）～31,600円（60km以上） 

特殊勤務 
手　　当 

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給 
　・勤務日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.25倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍） 
　・週休日における時間外勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

休日勤務 
手　　当 

祝日及び年末年始の休日において勤務したときに支給 
　・勤務1時間につき 
　　　当該職員の時間単価　×　1.35倍 
　　　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍） 

夜　　間 
勤務手当 

宿日直手当 

深夜（22時から翌朝5時の間）に正規の勤務時間が割り振られた職員に
支給 
　・勤務1時間につき 当該職員の時間単価　×　0.25倍 

宿日直勤務をした職員に支給 4,400円/回 

管理職員 
特別勤務 
手　　当 

主幹級以上の職員が、臨時又は緊急の公務のため、正規の勤務時間を超
えて勤務したときに支給 
　・週休日、祝日又は年末年始の休日に勤務した場合 12,000円/回 
　　（勤務時間が6時間を超える場合 18,000円/回） 
　・平日深夜（午前0時から午前5時まで）に勤務した場合 6,000円/回 

災害応急対策又は災害復旧のため町に派遣された職員が、住所又は居所
を離れて町の区域に滞在することを要する場合に支給 

期末手当 
勤勉手当 

災害派遣 
手　　当 

退職手当  

扶養手当 

配偶者 6,500円/月 
子 10,000円/月 
配偶者・子以外の扶養親族 6,500円/月 
16歳から満22歳の子 1人につき5,000円加算 

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有 

 
6月期 

12月期 
計 

（支給割合） 
 期末手当 

1.200月分 
1.200月分 

2.40月分 

勤勉手当 
0.95月分 
1.05月分 

2.0月分 

その他加算措置　なし 

 
勤続20年 
勤続25年 
勤続35年 
最高限度 

（支給率）  
自己都合 定年 

19.6695月分 
28.0395月分 
39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 
33.27075月分 

47.709月分 
47.709月分 

公用の施設または 
これに準ずる施設 その他の施設 

30日以内 

31日から60日以内 

61日以上 

3,970円/日 

3,970円/日 

3,970円/日 

6,620円/日 

5,870円/日 

5,140円/日 

滞在期間 
施設の利用区分 

（2）一般職員の年次有給休暇の取得状況（R4.1.1～R4.12.31） 

（3）その他の休暇制度（R4.4.1現在） 

　地方公務員法第30条の規定により、職員は全体の奉仕者として公
共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に
実行するため、職員にはさまざまな義務が課せられています。特に信
用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限や争議行動
等の禁止規定に違反した場合は、懲戒処分の対象になります。 

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他特殊な勤務に従事する職員
に支給 

・感染症防疫作業手当 1,000円/日 
・死体取扱手当 1,000円/回 
・犬・猫等死体取扱手当 300円/回 

区 分  

一般行政職 
医 療 職  

計 

競 争 試 験  
男　性 
2人 
0人 
2人 

女性 
3人 
0人 
3人 

計 
5人 
0人 
5人 

定 年 退 職  
勧 奨 退 職  
普 通 退 職  
分 限 免 職  
懲 戒 免 職  
失 　 　 職  
死 亡 退 職  

計 

2人 
0人 
5人 
0人 
0人 
0人 
0人 
7人 

区 分  平均給料月額 

区　分 
一般行政職 

大学卒 

区　分 
保 健 師  

大学卒 短大3卒 
216,000円 204,900円 

短大卒 高校卒 
185,200円 167,100円 154,600円 

一 般 行 政 職  
税 務 職  
看 護・保 健 職  
企 業 職  

296,400円 
297,000円 
295,000円 
303,200円 

区 分  
部 門  

合 計  

職　員　数 
令和4年 令和5年 

41人 
12人 
14人 
17人 

1人 
2人 

11人 
3人 

101人 
12人 

113人 
3人 
4人 
3人 
3人 
0人 

13人 
126人 

38人 
11人 
14人 
16人 

1人 
2人 

11人 
3人 

96人 
12人 

108人 
3人 
4人 
3人 
3人 
0人 

13人 
121人 

総 務 企 画  
税 務  
民 生  
衛 生  
商 工  
農 林 水 産  
土 木  
議 会  

計 
教　　育　　　 
普通会計　計　 
水 道 事 業  
下 水 道 事 業  
介 護 保 険  
国 民 健 康 保 険  
後期高齢者医療 

計 

一

般

行

政 

公
営
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1 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 4

研修の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の研修の状況 9

職員の退職管理の状況 8

（1）1人当たりの支給額（R4.4.1現在） 

職員の給与の状況 3

職員の人事評価の状況 2

（1）分限処分者数（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）懲戒処分者数（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の分限・懲戒処分の状況 6

育児休業等の取得状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の休業に関する状況 5

（1）健康診断の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）公務災害補償制度の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

職員の福祉・利益の保護の状況 １０ 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

（2）不利益処分に関する審査請求の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

公平委員会に関する業務の状況 １１ 

職員の服務の状況 7
職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計 

主事 
技師 

標準的な 
職務内容 

１年前の
職 員 数  

主任 
主任技師 

主査 
技術主査 副主幹 主 幹  課長 

参事 
会計管理者 
部 長  

職員数 11人 37人 19人 12人 2人 10人 7人 98人 

構成比 11.22% 37.76% 19.39% 12.25% 2.04% 10.20% 7.14% 100%

7人 37人 19人 11人 5人 10人 7人 96人 

退職者の再就職の状況 

　地方公務員法第23条、第23条の2、第23条の3の規定
に基づき、定期的に職員の勤務成績を人事管理の基礎資料
として活用し、職員の勤務意欲向上と人材育成を図ってい
ます。評価の種類は以下のとおりで、全職員を対象に、評価
結果を勤勉手当の成績率に反映させています。 

能力
評価 

業績
評価 

評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行
の過程において発揮された職員の能力を客観的
に評価 
職員があらかじめ設定した業務目標の達成度そ
の他設定目標以外の取組により、その業務上の
業績を客観的に評価 

参
考

 

病気休暇 

特別休暇 

介護休暇 

研修機関 研修回数 参加者数 

岐阜県市町村研修センター 

町単独 

その他 

15回 

1回 

77回 

34人 

12人 

93人 

地方公務員 
災害補償基金 
岐阜県支部 

2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 

法令に違反した場合 

職務上の義務に違反した場合 

全体の奉仕者たるにふさわしく 
ない非行のあった場合 

戒告 

0人 

0人 

0人 

減給 

0人 

0人 

0人 

停職 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

0人 

0人 

勤務実績が良くない場合 

心身の故障の場合 

職に必要な適格性を欠く場合 

職制、定数の改廃、予算の減少 
により廃職、過員を生じた場合 

刑事事件に関し起訴された場合 

降任 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

免職 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

休職 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

降給 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

計 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

1週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 

38時間45分 8：30 17：15 12：00～13：00

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均使用日数 取得率 

3,923.0日 954.0日 100人 9.5日 24.3%

令和 
3年度 
定年 

退職者 

笠松町 
（再任用

など） 

他の地方 
公共団体 

地方独立 
行政法人 

地方 
三公社 

非営利 
法人 

営利 
法人 自営業 

再就職 

再就職
なし 

健康診断の種類 

人間ドック 

定期健康診断 

受診者数 

50人 

75人 

継続件数 審査請求件数 

0件 0件 

継続件数 措置要求件数 

0件 0件 

加入団体 

地方公務員が公務上の災害又は通勤
による災害を受けた場合に、その災害
によって生じた損害を補償し、及び必
要な福祉事業を行い、もって地方公務
員等及びその遺族の生活の安定と福
祉の向上に寄与することを目的とする。 

制度概要 

1件 

災害件数 

区　分 

負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ
とがやむを得ない場合（90日以内） 

結婚休暇（5日）　産前・産後休暇（産前6週間、産後8週間） 
妻の出産休暇（2日）　子の養育休暇（5日） 
子の看護休暇（5日）　忌引休暇（1～7日） 
夏季休暇（3日）　ボランティア休暇（5日）　　など 

負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ
る配偶者、父母、子などを介護する場合（2週間以上6月
以内） 

内　　容 

男性職員 

女性職員 

計 

0人 

4人 

4人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

0人 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

0人 

5人 

5人 

0人 

7人 

7人 

0人 

0人 

0人 

令和4年度新規取得者数 

育児 
休業 

部分 
休業 

育児短時間
勤務 

前年度からの継続取得者数 

令和5年9月号 
第1156号 20 令和5年9月号 

第1156号 21

C K C K



休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※当番医は変更となる場合があります。 
※受診前に必ず医療機関へ電話相談をしてください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

日 医療機関 

3 

10 

17 

18 

23 

24

こめの医院 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

松波総合病院 

けやきクリニック 

所　在 

笠松町米野 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

岐南町平島 

電　話 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771 

388‐0111 

213‐3310

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

なな歯科クリニック 

立松歯科医院 

おがわ歯科クリニック 

ぎふデンタルフォレストアライブ 

さかえ歯科クリニック 

さくら歯科 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町門間 

岐南町徳田 

笠松町長池 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

電　話 

259‐4618 

388‐2078 

242‐9666 

372‐3510 

240‐0644 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

内　容 対象者 受付時間 
乳児（3～4か月児） 

健康診査 
1歳6か月児 

健康診査 
3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 
にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
プレパマクラブ 

R5.5月生 

R4.2月生 

R2.8月生 

R4.10生 

R3.9月生 
5～6か月児 

乳幼児と 
保護者 

妊婦と 
そのパートナー 

日にち 

13日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

25日（月） 

22日（金） 
27日（水） 

4日（月） 
25日（月） 

4日（月） 
25日（月） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 
10：00 
13：30

【子どもの健診・教室】場所：福祉健康センター 

場　所 育児相談 
受付時間 

健康相談 
受付時間 

福祉健康センター 
こども館「かさくら」 

下羽栗会館 
福祉健康センター 

日にち 

4日（月） 
15日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：00～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

10：30～11：30 

13：30～14：30 
14：00～15：30

日　時 
場　所 

対象者 

4日（月）10：30～11：30 
福祉健康センター 
産後2か月から1年未満の
母親とお子さん 

【育児相談・健康相談】 

【子育てママサロン（バランスボール）】 

場　所 受付時間 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

日にち 
6日（水） 

20日（水） 
13日（水） 
27日（水） 

7日（木） 
21日（木） 

9：30 

10：00 

13：30

場　所 受付時間 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

日にち 
1日（金） 

15日（金） 
28日（木） 

13：30 

10：00

場　所 受付時間 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

日にち 
6日（水） 

20日（水） 
13日（水） 
27日（水） 

14：00

【貯筋くらぶ】65歳以上の方の体操教室 

場　所 受付時間 
福祉健康センター 

日にち 
14日（木） 10：00～11：30

【グループワーク】 

申込先：健康介護課 

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がい
の方で精神科に通院している方が対象です。 

　産後のママ向けのサロンです。バラン
スボールを使って体力アップやストレス解
消をしましょう。 

※初めて参加する方のみ申込必要 

申込先：健康介護課 

申込先：笠松町地域包括支援センター 

申込先：健康介護課 ※7日（木）まで 

場　所 
福祉会館 
総合会館 

福祉健康センター※ 

日にち 
8日（金） 

11日（月） 
12日（火） 

申込先：笠松町地域包括支援センター 

ちょ きん 

9月の健康だより 

【ふれあいひろば】 
 65歳以上の方の認知症予防教室 
※初めて参加する方のみ申込必要 

【ふれあい喫茶（認知症カフェ）】 
レクリエーションやおしゃべりな
ど楽しいひと時を過ごしましょう 
開催時間：10：15～11：15 
※認知症介護者のサロン同時開催 

子育て世代包括支援センター 
　妊娠期から子育て期（18歳まで）において切れ目ないサポー
トを実施しています。保健師・助産師による電話相談・家庭訪問、
臨床心理士による発達に関する相談などを受け付けています。 
D蕁388‐7171（福祉健康センター内） 

（月～金）午前8時30分～午後5時15分 

母子 
保健事業の 
年間予定 

　自殺対策を推進するためには、自殺に対する誤解や偏見をなくし、正しい知識
を普及啓発することが重要です。このため、自殺対策基本法では、9月10日から
16日までを「自殺予防週間」と位置付け、啓発活動を広く展開しています。 
　心が沈んだり苦しくなった時、誰かに相談することで気持ちが軽くなることもあ
ります。岐阜県では、こころのサポート相談「ほっと螢ぎふ」LINE相談窓口などを
設けています。悩みがある場合はお気軽にご相談ください。 

▲母子保健事業 

9月10日から16日は「自殺予防週間」です 

　ストレス社会と言われる現代、こころの健康を保つことは大切です。岐阜保健所では、精神科医や保
健師などによるこころの健康相談を実施していますので、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。相
談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。秘密は厳守します。ご本人に限らずご家族からの
相談もお受けします。 

原則、精神科の主治医のいない方やその家族 
無料 

岐阜保健所　健康増進課保健予防係に電話予約　蕁380‐3004　※完全予約制 

こころの健康相談 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

5日（木） 
19日（木） 
26日（木） 

2日（木） 
6日（月） 

16日（木） 
4日（月） 
7日（木） 

21日（木） 
18日（木） 
18日（木） 
25日（木） 

1日（木） 
5日（月） 

15日（木） 
7日（木） 

月日 
14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 
14：00～15：00 
14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45

岐阜保健所（各務原市） 
本巣市根尾保健センター 
山県市保健福祉ふれあいセンター 
岐阜保健所（各務原市） 
笠松町福祉健康センター 
瑞穂市保健センター 
岐南町保健センター 
岐阜保健所（各務原市） 
北方町保健相談センター 
岐阜保健所（各務原市） 
本巣市保健センター 
山県市保健福祉ふれあいセンター 
岐阜保健所（各務原市） 
羽島市保健センター 
本巣市糸貫保健センター 
岐阜保健所（各務原市） 

時間 場所 

蜻岐阜県ホームページ 

1に運動　2に食事　しっかり禁煙　　最後にクスリ 
～健康寿命の延伸～ 

9月は健康増進普及月間です 

結核ゼロをめざそう！結核予防週間 

9月24日（日）～30日（土） 

対象 
相談料 
申込 
相談日 

令和5年9月号 
第1156号 22 令和5年9月号 

第1156号 23

C K C K



休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※当番医は変更となる場合があります。 
※受診前に必ず医療機関へ電話相談をしてください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

日 医療機関 

3 

10 

17 

18 

23 

24

こめの医院 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

松波総合病院 

けやきクリニック 

所　在 

笠松町米野 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

笠松町田代 

岐南町平島 

電　話 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771 

388‐0111 

213‐3310

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

なな歯科クリニック 

立松歯科医院 

おがわ歯科クリニック 

ぎふデンタルフォレストアライブ 

さかえ歯科クリニック 

さくら歯科 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町門間 

岐南町徳田 

笠松町長池 

岐南町伏屋 

笠松町門間 

電　話 

259‐4618 

388‐2078 

242‐9666 

372‐3510 

240‐0644 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

内　容 対象者 受付時間 
乳児（3～4か月児） 

健康診査 
1歳6か月児 

健康診査 
3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 
にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
プレパマクラブ 

R5.5月生 

R4.2月生 

R2.8月生 

R4.10生 

R3.9月生 
5～6か月児 

乳幼児と 
保護者 

妊婦と 
そのパートナー 

日にち 

13日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

25日（月） 

22日（金） 
27日（水） 

4日（月） 
25日（月） 

4日（月） 
25日（月） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 
9：50～10：00 
9：30～11：00 

13：00～14：30 
10：00 
13：30

【子どもの健診・教室】場所：福祉健康センター 

場　所 育児相談 
受付時間 

健康相談 
受付時間 

福祉健康センター 
こども館「かさくら」 

下羽栗会館 
福祉健康センター 

日にち 

4日（月） 
15日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：00～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

10：30～11：30 

13：30～14：30 
14：00～15：30

日　時 
場　所 

対象者 

4日（月）10：30～11：30 
福祉健康センター 
産後2か月から1年未満の
母親とお子さん 

【育児相談・健康相談】 

【子育てママサロン（バランスボール）】 

場　所 受付時間 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

日にち 
6日（水） 

20日（水） 
13日（水） 
27日（水） 

7日（木） 
21日（木） 

9：30 

10：00 

13：30

場　所 受付時間 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

日にち 
1日（金） 

15日（金） 
28日（木） 

13：30 

10：00

場　所 受付時間 

松枝 
公民館 

笠松中央 
公民館 

日にち 
6日（水） 

20日（水） 
13日（水） 
27日（水） 

14：00

【貯筋くらぶ】65歳以上の方の体操教室 

場　所 受付時間 
福祉健康センター 

日にち 
14日（木） 10：00～11：30

【グループワーク】 

申込先：健康介護課 

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がい
の方で精神科に通院している方が対象です。 

　産後のママ向けのサロンです。バラン
スボールを使って体力アップやストレス解
消をしましょう。 

※初めて参加する方のみ申込必要 

申込先：健康介護課 

申込先：笠松町地域包括支援センター 

申込先：健康介護課 ※7日（木）まで 

場　所 
福祉会館 
総合会館 

福祉健康センター※ 

日にち 
8日（金） 

11日（月） 
12日（火） 

申込先：笠松町地域包括支援センター 

ちょ きん 

9月の健康だより 

【ふれあいひろば】 
 65歳以上の方の認知症予防教室 
※初めて参加する方のみ申込必要 

【ふれあい喫茶（認知症カフェ）】 
レクリエーションやおしゃべりな
ど楽しいひと時を過ごしましょう 
開催時間：10：15～11：15 
※認知症介護者のサロン同時開催 

子育て世代包括支援センター 
　妊娠期から子育て期（18歳まで）において切れ目ないサポー
トを実施しています。保健師・助産師による電話相談・家庭訪問、
臨床心理士による発達に関する相談などを受け付けています。 
D蕁388‐7171（福祉健康センター内） 

（月～金）午前8時30分～午後5時15分 

母子 
保健事業の 
年間予定 

　自殺対策を推進するためには、自殺に対する誤解や偏見をなくし、正しい知識
を普及啓発することが重要です。このため、自殺対策基本法では、9月10日から
16日までを「自殺予防週間」と位置付け、啓発活動を広く展開しています。 
　心が沈んだり苦しくなった時、誰かに相談することで気持ちが軽くなることもあ
ります。岐阜県では、こころのサポート相談「ほっと螢ぎふ」LINE相談窓口などを
設けています。悩みがある場合はお気軽にご相談ください。 

▲母子保健事業 

9月10日から16日は「自殺予防週間」です 

　ストレス社会と言われる現代、こころの健康を保つことは大切です。岐阜保健所では、精神科医や保
健師などによるこころの健康相談を実施していますので、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。相
談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。秘密は厳守します。ご本人に限らずご家族からの
相談もお受けします。 

原則、精神科の主治医のいない方やその家族 
無料 

岐阜保健所　健康増進課保健予防係に電話予約　蕁380‐3004　※完全予約制 

こころの健康相談 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

3月 

5日（木） 
19日（木） 
26日（木） 

2日（木） 
6日（月） 

16日（木） 
4日（月） 
7日（木） 

21日（木） 
18日（木） 
18日（木） 
25日（木） 

1日（木） 
5日（月） 

15日（木） 
7日（木） 

月日 
14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 
14：00～15：00 
14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45 

14：00～15：00 

14：45～15：45

岐阜保健所（各務原市） 
本巣市根尾保健センター 
山県市保健福祉ふれあいセンター 
岐阜保健所（各務原市） 
笠松町福祉健康センター 
瑞穂市保健センター 
岐南町保健センター 
岐阜保健所（各務原市） 
北方町保健相談センター 
岐阜保健所（各務原市） 
本巣市保健センター 
山県市保健福祉ふれあいセンター 
岐阜保健所（各務原市） 
羽島市保健センター 
本巣市糸貫保健センター 
岐阜保健所（各務原市） 

時間 場所 

蜻岐阜県ホームページ 

1に運動　2に食事　しっかり禁煙　　最後にクスリ 
～健康寿命の延伸～ 

9月は健康増進普及月間です 

結核ゼロをめざそう！結核予防週間 

9月24日（日）～30日（土） 

対象 
相談料 
申込 
相談日 

令和5年9月号 
第1156号 22 令和5年9月号 

第1156号 23

C K C K



固定資産税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 

水道料金・下水道使用料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 

3期分 
3期分 
3期分 
4期分 

3期分 
9月分 
9月分 

・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 

・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・ 

・・・ 
・・・・・・・ 

・・・ 

9月のカレンダー 
各種相談窓口 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
20日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 

19日（火） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　小川 芳子（長池） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、9月
14日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
岩村 雅人　　　（門　間）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　杉山 詞一　（円城寺） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権よろず相談 

8日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

21日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235

行政相談 
8日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て 

総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

納税納付／納期限10月2日（月） 

▲地方税お支払サイト 

　金融機関などの窓口での納付や口座振替のほか、次の方法でも納付できる税金、料金があります。 
◎バーコードの記載がある納付書 

納付書にバーコードの記載がある場合、コンビニやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」
でも納付できます。 

利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 
◎QRコードの記載がある納付書 

令和5年度から固定資産税と軽自動車税（種別割）の納付書に「QRコード（eL-QR）」や
「eL番号（納付書番号）」の記載がある場合、クレジットカード払いなどの多様な納付方法が
選択できるようになりました。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。 

　65歳以上で筋力の低下や関節の痛みなどがある方を対象に、理学療法士の指導のもと、それぞれに
あった運動やストレッチを学ぶ教室です。管理栄養士・歯科衛生士の講話もあります。いつまでも健やか
に過ごすため、私たちと一緒に取り組んでみませんか。 

【誰もがなりうる認知症】 
　町の65歳以上の人口は6,006人（R5.6月末時
点）で、全体の27.5%を占めています。平成25年
は5,522人で、10年前から約500人増加しています。
高齢化が進む現在は「人生100年時代」とも言
われています。 
　高齢化の中で増加する病気として「認知症」
があります。認知症は、加齢による脳の老化が原
因で発症することがあり、ご自身や家族が認知症
になる可能性があります。また、日常生活の中で
認知症を患う方と出会うこともあり「認知症」はと
ても身近な病気のひとつです。 
　認知症になっても住み慣れた我が家で暮らす
には、地域で暮らす皆さんの「助け合い」や「支
え合い」が必要です。 
 

【認知症の方への接し方】 
　認知症による物忘れなど自分の変化については、
本人は気づいており、戸惑いや不安感を持って
います。誰よりも苦しく、傷ついているのも本人です。
そんな気持ちを理解し①驚かせない　②急が
せない　③自尊心を傷つけないの3つの「ない」
で接しましょう。 

【認知症カフェのご案内】 
　町では、「ふれあい喫茶（認知症カフェ）」を町
内3会場で毎月1回開催しています。認知症の方
や地域の皆さんがともに参加し、レクリエーション
やおしゃべりなど楽しいひと時を過ごしています。
町地域包括支援センターの職員も参加しますの
で認知症の相談もできます。 
　また、福祉健康センターの会場では、「認知症
介護者のサロン」も同時開催しています。 
　同じ悩みや介護を経験する介護者の皆さん
が参加し、ともに語り合うサロンです。ぜひご参加
ください。（詳しい日程は22ページ参照） 
 

【一人で悩まず相談してください】 
　大切な人の認知症を受け入れ、支えることは
簡単ではありません。ご相談ください。 

まちのリハビリ教室（全8回） 要申込　申込先：健康介護課 

対象者 

日程 

時間 
参加料・定員 

場所 
申込期限 

全8回（⑦のみ栄養・お口の講話） 
①10月10日（火） ②10月24日（火） ③11月14日（火） ④11月28日（火） 
⑤12月12日（火） ⑥12月19日（火） ⑦ 1月 9日（火） ⑧ 1月23日（火） 

午後1時30分～2時30分 
1回100円　　定員5人 

福祉健康センター 
9月14日（木） 

　「食」を中心にした講義と実習から健康づくりについて学びます。食に興味がある方、料理が好きな方、
ぜひご参加ください！規定の単位を取得すると食生活改善推進員としてボランティア活動ができます。 

栄養教室～食生活改善推進員育成講座～ ※定員15人（先着順） 要申込　申込先：健康介護課 

対象者 

日程 

町内在住の方　※託児は人数上限あり 
第1回 
第2回 
第3回 
第4回 
第5回 

9月26日（火）　調理実習 
10月19日（木）　体操実習 
11月26日（日）　調理実習 

2月20日（火）　調理実習 
3月12日（火）　調理実習 

相　談　先 
笠松町地域包括支援センター　　蕁388‐7133 
笠松町役場　健康介護課　　　　蕁388‐7171

9月は世界アルツハイマー月間です 

「もっと知ろう　もっと語ろう　認知症」 

地域で見守る「認知症」 
～いつまでもいきいきと自分らしく、 
　　みんなで支え合いながら、 

　安心して暮らせる笠松町を目指して～ 

もっと健康！ずーっと健康！ 
健康コラム 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 
笠松中央公民館 

29日（金） 
松枝公民館 総合会館 

笠松中央公民館 
9日（土）　10：30～ 

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口にて更新手続きをしてください。 

■今月のおはなしかい 

時間 
場所 

参加料 
申込期限 

持ち物 

午前9時～正午（予定） 
福祉健康センター 
300円（調理実習材料費） 
9月12日（火） 
筆記用具、エプロン、三角巾、飲み物 
動きやすい服装（第2回体操時） 

令和5年9月号 
第1156号 24 令和5年9月号 

第1156号 25

C K C K



固定資産税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 

水道料金・下水道使用料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 

3期分 
3期分 
3期分 
4期分 

3期分 
9月分 
9月分 

・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・ 

・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・ 

・・・ 
・・・・・・・ 

・・・ 

9月のカレンダー 
各種相談窓口 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
20日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 

19日（火） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　小川 芳子（長池） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、9月
14日（木）までにお電話でお申込
みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
岩村 雅人　　　（門　間）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　杉山 詞一　（円城寺） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権よろず相談 

8日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

21日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235

行政相談 
8日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　　容 日にち 受付時間 場　所 

蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て 

総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

納税納付／納期限10月2日（月） 

▲地方税お支払サイト 

　金融機関などの窓口での納付や口座振替のほか、次の方法でも納付できる税金、料金があります。 
◎バーコードの記載がある納付書 

納付書にバーコードの記載がある場合、コンビニやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」
でも納付できます。 

利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 
◎QRコードの記載がある納付書 

令和5年度から固定資産税と軽自動車税（種別割）の納付書に「QRコード（eL-QR）」や
「eL番号（納付書番号）」の記載がある場合、クレジットカード払いなどの多様な納付方法が
選択できるようになりました。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。 

　65歳以上で筋力の低下や関節の痛みなどがある方を対象に、理学療法士の指導のもと、それぞれに
あった運動やストレッチを学ぶ教室です。管理栄養士・歯科衛生士の講話もあります。いつまでも健やか
に過ごすため、私たちと一緒に取り組んでみませんか。 

【誰もがなりうる認知症】 
　町の65歳以上の人口は6,006人（R5.6月末時
点）で、全体の27.5%を占めています。平成25年
は5,522人で、10年前から約500人増加しています。
高齢化が進む現在は「人生100年時代」とも言
われています。 
　高齢化の中で増加する病気として「認知症」
があります。認知症は、加齢による脳の老化が原
因で発症することがあり、ご自身や家族が認知症
になる可能性があります。また、日常生活の中で
認知症を患う方と出会うこともあり「認知症」はと
ても身近な病気のひとつです。 
　認知症になっても住み慣れた我が家で暮らす
には、地域で暮らす皆さんの「助け合い」や「支
え合い」が必要です。 
 

【認知症の方への接し方】 
　認知症による物忘れなど自分の変化については、
本人は気づいており、戸惑いや不安感を持って
います。誰よりも苦しく、傷ついているのも本人です。
そんな気持ちを理解し①驚かせない　②急が
せない　③自尊心を傷つけないの3つの「ない」
で接しましょう。 

【認知症カフェのご案内】 
　町では、「ふれあい喫茶（認知症カフェ）」を町
内3会場で毎月1回開催しています。認知症の方
や地域の皆さんがともに参加し、レクリエーション
やおしゃべりなど楽しいひと時を過ごしています。
町地域包括支援センターの職員も参加しますの
で認知症の相談もできます。 
　また、福祉健康センターの会場では、「認知症
介護者のサロン」も同時開催しています。 
　同じ悩みや介護を経験する介護者の皆さん
が参加し、ともに語り合うサロンです。ぜひご参加
ください。（詳しい日程は22ページ参照） 
 

【一人で悩まず相談してください】 
　大切な人の認知症を受け入れ、支えることは
簡単ではありません。ご相談ください。 

まちのリハビリ教室（全8回） 要申込　申込先：健康介護課 

対象者 

日程 

時間 
参加料・定員 

場所 
申込期限 

全8回（⑦のみ栄養・お口の講話） 
①10月10日（火） ②10月24日（火） ③11月14日（火） ④11月28日（火） 
⑤12月12日（火） ⑥12月19日（火） ⑦ 1月 9日（火） ⑧ 1月23日（火） 

午後1時30分～2時30分 
1回100円　　定員5人 

福祉健康センター 
9月14日（木） 

　「食」を中心にした講義と実習から健康づくりについて学びます。食に興味がある方、料理が好きな方、
ぜひご参加ください！規定の単位を取得すると食生活改善推進員としてボランティア活動ができます。 

栄養教室～食生活改善推進員育成講座～ ※定員15人（先着順） 要申込　申込先：健康介護課 

対象者 

日程 

町内在住の方　※託児は人数上限あり 
第1回 
第2回 
第3回 
第4回 
第5回 

9月26日（火）　調理実習 
10月19日（木）　体操実習 
11月26日（日）　調理実習 

2月20日（火）　調理実習 
3月12日（火）　調理実習 

相　談　先 
笠松町地域包括支援センター　　蕁388‐7133 
笠松町役場　健康介護課　　　　蕁388‐7171

9月は世界アルツハイマー月間です 

「もっと知ろう　もっと語ろう　認知症」 

地域で見守る「認知症」 
～いつまでもいきいきと自分らしく、 
　　みんなで支え合いながら、 

　安心して暮らせる笠松町を目指して～ 

もっと健康！ずーっと健康！ 
健康コラム 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 
笠松中央公民館 

29日（金） 
松枝公民館 総合会館 

笠松中央公民館 
9日（土）　10：30～ 

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口にて更新手続きをしてください。 

■今月のおはなしかい 

時間 
場所 

参加料 
申込期限 

持ち物 

午前9時～正午（予定） 
福祉健康センター 
300円（調理実習材料費） 
9月12日（火） 
筆記用具、エプロン、三角巾、飲み物 
動きやすい服装（第2回体操時） 
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国民年金 付加保険料制度について 

逃げ遅れを防ぐための住宅防火 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　火災による死者数のうち、65歳以上の高齢者の占める割合は約7割と高水準で推移していま
す。また、さらなる高齢化の進展が見込まれ、住宅火災による高齢者の死者数の割合は今後増
加していくことが予想されます。 
　そこで自分自身の生命、財産を守るために次の3つの備えが大切になります。 
 
住宅用火災警報器の設置 
　住宅用火災警報器は煙や熱を感知して、火災の発生を警報音や音声で知らせるものです。
火災による死因の約半数が逃げ遅れのため、寝室や階段に設置することで少しでも早く火災
に気づき初期消火や安全な避難が可能になります。 
住宅用消火器の設置 
　自宅で火災が発生したら身を守るための行動が最優先です。例えばキッチンやコンロで火災
が発生した際に、早い段階で消火できれば延焼を防ぐことができます。また取り扱い方法も簡単
で軽量の製品もあり、誰でも使用できます。 
防炎製品への取り換え 
　防炎製品は、燃えやすい布製品などを、着火しにくく、また着火したとし
ても燃え広がりにくく加工したものです。住宅火災の多くは、ストーブやた
ばこの火、調理中のガスコンロの炎などがカーテンや家具、衣類に燃え移
り発生します。防炎製品を使用することによって火災を予防し、万が一発
生した際には避難時間の確保につながります。 

　付加保険料制度は、国民年金保険料（令和5年度は16,520円）に加えて付加保険料（月額
400円）を納めることにより、老齢基礎年金に年額で「200円×付加保険料を納めた月数」の付加
年金が上乗せされる制度です。付加年金は定額のため、物価スライド（増額・減額）はありません。 

●納めることができる方 
・国民年金第1号被保険者 
・任意加入被保険者（65歳以上の方を除く） 
●申込手続き 
・付加保険料を納付するには付加保険料納付申出書の提出が 

必要です。 
・申出にはマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものが必要です。 
　（マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳など） 
・付加保険料の納付は申出をした月分からになります。 
●注意事項 
・納期限は納付対象月の翌月末日です。 
・付加保険料の納付をやめる場合は付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。 
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。 
●申込場所 
　岐阜南年金事務所または役場住民課 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　住民課　蕁388‐1115
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国民年金 付加保険料制度について 

逃げ遅れを防ぐための住宅防火 
羽島郡広域連合消防本部　蕁388‐1195消防署 

　火災による死者数のうち、65歳以上の高齢者の占める割合は約7割と高水準で推移していま
す。また、さらなる高齢化の進展が見込まれ、住宅火災による高齢者の死者数の割合は今後増
加していくことが予想されます。 
　そこで自分自身の生命、財産を守るために次の3つの備えが大切になります。 
 
住宅用火災警報器の設置 
　住宅用火災警報器は煙や熱を感知して、火災の発生を警報音や音声で知らせるものです。
火災による死因の約半数が逃げ遅れのため、寝室や階段に設置することで少しでも早く火災
に気づき初期消火や安全な避難が可能になります。 
住宅用消火器の設置 
　自宅で火災が発生したら身を守るための行動が最優先です。例えばキッチンやコンロで火災
が発生した際に、早い段階で消火できれば延焼を防ぐことができます。また取り扱い方法も簡単
で軽量の製品もあり、誰でも使用できます。 
防炎製品への取り換え 
　防炎製品は、燃えやすい布製品などを、着火しにくく、また着火したとし
ても燃え広がりにくく加工したものです。住宅火災の多くは、ストーブやた
ばこの火、調理中のガスコンロの炎などがカーテンや家具、衣類に燃え移
り発生します。防炎製品を使用することによって火災を予防し、万が一発
生した際には避難時間の確保につながります。 

　付加保険料制度は、国民年金保険料（令和5年度は16,520円）に加えて付加保険料（月額
400円）を納めることにより、老齢基礎年金に年額で「200円×付加保険料を納めた月数」の付加
年金が上乗せされる制度です。付加年金は定額のため、物価スライド（増額・減額）はありません。 

●納めることができる方 
・国民年金第1号被保険者 
・任意加入被保険者（65歳以上の方を除く） 
●申込手続き 
・付加保険料を納付するには付加保険料納付申出書の提出が 

必要です。 
・申出にはマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものが必要です。 
　（マイナンバーカード、基礎年金番号通知書、年金手帳など） 
・付加保険料の納付は申出をした月分からになります。 
●注意事項 
・納期限は納付対象月の翌月末日です。 
・付加保険料の納付をやめる場合は付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。 
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。 
●申込場所 
　岐阜南年金事務所または役場住民課 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　住民課　蕁388‐1115
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「「ここんんににちは」ちは」ココーナーのーナーの  
赤ち赤ちゃゃんんをを募集募集ししまますす  

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

□問 企画課　蕁388‐1113

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  んん  ちち  ここ  にに  はは  

井上 朱鷺 
いのうえ とき 

（田代） 
ちゃん 横山 唯華 

よこやま ゆいか 

令和4年9月16日生 
横山 正直・亜実さんの子 

笑顔いっぱいのゆいちゃん螢家族みんなゆいちゃんが大好きだよ！ 
これからもたくさんお出かけしようね螢幸せをありがとうっ 

（長池） 
くん 

癒される表情をたくさん見せてくれる朱鷺くん♪ 
ヤンチャなお兄ちゃんと仲良く元気にスクスク大きくなってねー！
愛してる螢 

令和4年9月16日生 
井上 直樹・絵里さんの子 

ん ち こ に は 

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています。 QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ 058-388-1113  FAX.058-387-5816
　7月29日、笠松みなと公園でビアパークが開催されました。
大きな木の下の特設ステージで奏でられる音楽、美味し
いフードが食べられるキッチンカー、だんだん日が暮れて
やがて見える綺麗な月と涼しげな夜風・・・そんな最高な
雰囲気の中、満席のテーブルからは賑やかな声がやむこ
となく聞こえてきました。 
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防災特集「災害に備える」 

北海道新ひだか町に行ってきました！ 

叙勲受章おめでとうございます 

公民館や総合会館の名称が変わります 

KASAMATSU
広報かさまつ 9

2023 Sep.
No.1156

令和4年11月生まれの赤ちゃん 

9月24日（日） 応募はこちらから蜷 

応募対象 

応募期限 

公民館や総合会館の名称が変わります！ 

笠松中央公民館 

10月1日から！ 

笠松中央交流センター 

松枝公民館 松枝交流センター 

総合会館 総合交流センター 

施設の使用（予約）方法や使用料はこれまでと変わらずご利用いただけます。 
また、10月1日からは各施設で幅広い活動ができるようになります。 

　教育文化課　蕁388‐3231問 
▲詳しくはこちら 

10月22日（日）は 

ただいま企画中！ 
詳細はホームページやLINEで 

お知らせします。 

リバーサイドカーニバル！ 
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